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各専門部会における審議結果について（報告） 

＜脱炭素社会＞ 
 

【日 時】 令和 7 年 8 月 18 日(月) 午前 10 時～正午 

【場 所】 豊田市役所 東庁舎 41 会議室 

【出席者】 （委 員）杉山（部会長）、赤坂、宇井、遠藤、近藤 

（事務局）環境政策課：塩谷、浦野、山井 

【議 題】 ・環境基本計画の脱炭素社会における前年度取組について（協議） 

・パブリックコメントの結果及び対応について（報告） 

・温暖化防止行動計画の素案への修正について（報告） 

・環境基本計画進捗管理方法について（報告）   

【審議要旨】 １ 施策の進捗状況 

・進捗状況の評価は、全１３施策すべて

「順調」とした。 

⇒[主な意見] 

・中小企業向け脱炭素スクールは、市内

企業の脱炭素化を進めるとともに取り

組んだ企業が脱炭素の取り組みを伝え

る事例も出てきていてよい事業だと思

う。 

・CO2 削減の取り組みを楽しみながら

競う「脱-1 グランプリ」は、環境への意識づけをするには良い取り組みなので、

子どもにも参加してもらえるよう対象期間を工夫できるとよい。 

⇒[今後の方向性]引き続き、事業を継続していく。 

 

２ パブリックコメントの結果及び対応について 

[主な意見] 

・次世代自動車や住宅に関する補助金を要望する意見が多いが、裕福な家庭のみ

が利用できる仕組みにならないように工夫が必要。 

 

３ 温暖化防止行動計画の素案（脱炭素に向けたロードマップ）の修正について 

[主な意見] 

① 「産業・モビリティ」の項目のみ新車電動化の目標数値が記載されている。そ

の他の項目についても記載できるところは数値化してはどうか。 

② 新築住宅や新車以外に既存の住宅や自動車において買い替えを促進する取り

組みをすると脱炭素化が加速するのではないか。 

③ 2050 年 CO2 排出削減目標 100％の補足説明として、豊田市としても力を入

れている吸収量も含めていることを示してはどうか。 

 

４ 環境基本計画進捗管理方法について 

特になし 

資料1-1 

達成

0 件

順調
13 件

<脱炭素社会>

施策の

進捗状況
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豊田市環境基本計画における施策・進捗状況一覧（脱炭素社会） 
               

施策の
柱 

施策名 施策概要 2022 2023 2024 2025 

1.1 

①エネルギーの
地産地消の仕組
みづくり 

環境負荷の少ない再生可能エネルギーの普及を促進するとともに、エネルギーの地産地消モデルを構築します。また、小水力発電等、未利用エネルギーの

有効活用等を進めます。 
順調 順調 順調  

②再生可能エネ
ルギーの普及促
進 

再生可能エネルギーを地域資源として捉え、市民生活や経済の発展、地域の活性化に役立つよう再生可能エネルギーの導入を積極的に推進します。民間事

業者による再生可能エネルギー事業の促進、公共施設における率先導入などを実施し、再生可能エネルギーの普及を促進します。 
順調 順調 順調  

1.2 

①街区・住宅等
のスマート化 

新築住宅における ZEH の普及を促し、断熱と創エネ性能に優れた快適で高効率の暮らしを実現します。また、既存住宅においても、再エネ導入により、

ZEH の水準に近い建物へと推進していきます。また、ZEB の普及促進も推進し、公共施設や商業施設など、住宅以外の建物の脱炭素化も図ります。 
順調 順調 順調  

②環境配慮行動
の促進 

国民運動（COOL CHOICE）の展開や地産地食の推進など、様々な取組・支援によって環境配慮行動を促進します。また、行政が率先して事務事業におけ

る環境負荷の低減を着実に推進していくために、「とよたエコアクションプラン」の取組を実践します。 
順調 順調 順調  

③次世代型脱炭
素交通システム
の導入 

EV（電気自動車）や PHV（プラグインハイブリッド車）、FCV（燃料電池自動車）などの環境性能に優れた次世代自動車の導入促進や、CASE の社会実証・

実装を促進するなど、次世代型の低炭素交通システムを導入し、交通の脱炭素化を図ります。 
順調 順調 順調  

④環境にやさし
い交通への転換 

交通手段や自動車の利用の仕方を変更して交通混雑の緩和を図るとともに無駄な CO2 排出量を削減する TDM（交通需要マネジメント）の推進などを通じ

て、環境にやさしい交通への転換を図ります。 
評価困難 順調 順調  

⑤先進的な交通
インフラの導入 

脱炭素型の次世代自動車の充電施設の整備・運用・普及促進、市内への水素ステーションの整備促進など、先進的な交通インフラの導入を進めます。 順調 順調 順調  

1.3 

①自主的な取組
の着実な実施 

市内企業の環境活動を支え、伸ばし、自主的な取組を着実に推進するため、市内の中心的な企業の持つ環境対策技術やノウハウを共有するとともに、中小

企業の環境対策を進めることで、環境と経済が両立する社会の形成を図ります。 
順調 順調 順調  

②市内企業等へ
の支援 

サプライチェーン全体でゼロエミッションの実現を目指し、設備投資支援に加え、脱炭素経営に率先として取り組む企業への人的支援などハードとソフト

の両面で支援を実施し、市内企業等の脱炭素化の取組を促進します。 
順調 順調 順調  

1.4 

①健全な人工林
づくりの推進 

「豊田市 100 年の森づくり構想」等に基づき、過密人工林の間伐を強力に実施し、健全な人工林づくりに取り組むことで、CO2 の吸収効果を高めます。ま

た、この取組を進めることで、土砂流出や山地崩壊の防止、水源かん養等様々な効果を高めることにも寄与します。 
順調 順調 順調  

②地域材の加工
流通体制の構築
と需要喚起 

地域材の加工流通体制の構築と利用の促進により、CO2 の貯蔵を推進していきます。 

また、「豊田市公共建築物等の木材利用の促進に関する基本方針」に基づき、地域材の利用促進を図るよう努めます。 
順調 順調 順調  

1.5 ①気候変動適応
策の推進 

気候変動への適応に向け、豊田市地域気候変動適応計画に基づき、地域の実情に応じた取組を着実に実施します。特に、短期的に対策が必要な、暑さに打

ち勝つ暮らしの実現、気候変動に備えた産業の強靭化、中山間地域の豊かな生活文化の継承及び、未来を先取る居心地のよい都市環境の形成に向け、重点的

に取り組みます。 

また、気候変動適応プラットフォームを活用したセミナーなどを通じて適応策を推進する人材・体制づくりを行います。 

順調 順調 順調  

1.6 
①多様な主体の
新たな取組への
支援 

市民の豊かな暮らしにつながる新たな取組を加速するため、本市をフィールドとした環境に関する実証支援や社会実装に向けた規制緩和の支援、AI,IoT、

ビックデータの積極的活用等について、関係機関と連携して推進していきます。 
順調 順調 順調  

 

「小さいサイクル」 
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各専門部会における審議結果について（報告） 

＜自然共生社会＞ 
 

【日 時】 令和７年８月１９日(火) 午前９時～午前１１時 

【場 所】 豊田市役所 東庁舎４階 スタッフルーム 

【出席者】 委 員：増田（部会長）、渡部、大坪 

事務局：環境政策課 塩谷、浦野、弘中ほか 

【議 題】 １ 環境基本計画の自然共生社会における前年度取組について（協議）  

２ パブリックコメントの結果及び対応について（報告） 

３ 環境基本計画進捗管理方法について（報告）  

【審議要旨】 

 
１ 施策の進捗状況 

・進捗状況の評価は、全１３の 

施策のうち、「順調」７件、 

「遅れ」６件とした。 
・「遅れ」と評価したのは、「体 

験型自然観察会の充実」、「自 

然環境調査の充実」、「市民参 

加型調査の推進」、「市街地の 

緑地創出」「水循環の推進」「生 

物多様性保全に係る企業の理 

解・活動の促進」であり、概ね計画どおり事業を実施したが、 

成果指標が目標より下回ったため遅れとした。 

⇒[主な意見] 

・「生物多様性保全に係る企業の理解・活動の促進」について、企業や

団体のニーズは多様であり、最終的なマッチングの成立件数を成果

指標とすると評価が難しい。企業からの相談等への対応件数を見て

いくとよい。 

・生物標本の収集とデータベースへの登録については、引き続き取り

組んでもらいたい。 

・自然観察の森を中心に、市域全体の団体との連携を進めるとともに、

良好な自然環境についての情報発信を行ってほしい。 

２ パブリックコメントの結果及び対応について 

[主な意見] 

・市民に対する市の取組の周知が不足していると感じる。自然観察の森な

どの施設から積極的に情報発信を行うとよい。 

 

３ 環境基本計画進捗管理方法について 

[主な意見] 

・自然共生分野の成果指標は「件数」が多い。人口が減っていく中、絶対

数で評価するのは達成確度に少なからず影響が生じていくと思われる。 

順調

7 件

遅れ

6 件

<自然共生社会>

施策の

進捗状況

資料1-2 
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豊田市環境基本計画における施策・進捗状況一覧（自然共生社会） 
 

施策の柱 施策名 施策概要 2022 2023 2024 2025 

2.1 

①体験型自然観察会の充
実 

市内には、自然観察などを通じた自然保護教育推進の拠点として全国に 10 か所整備された「自然観察の森」の一つがあります。 

豊田市自然観察の森及びその周辺地域を計画的に整備し、引き続き展示や観察会などの充実を図ります。 

また、自然の中で活動する機会を促進し、気付きを得る機会を設けます。 

評価困難 遅れ 遅れ  

②水や緑とのふれあい空
間の形成 

自然とのふれあいの場や機会を確保するために、生物多様性が適切に保たれた緑地・公園・ため池・水辺などを保全、整備していきます。 

また、新たな治水整備などの河川事業に合わせて、計画段階から市民参加による河畔づくりを実施することで、保全活動の促進や水辺愛護会の設立に向

けた支援を行います。 

順調 順調 順調  

2.2 

①環境教育・環境学習の充
実 

市内には、国際的に重要な湿地として 2012（平成 24）年に「ラムサール条約」に登録された東海丘陵湧水湿地群や、市域の 7割を占める森林、豊田市

自然観察の森のような生物多様性の仕組みを知ることができる貴重なフィールドがあります。 

これらのフィールドを活用した本市ならではの環境教育・環境学習を展開します。 

また、市民の中から、参加者の気付きや学びをサポートするインタープリターとなって活動する人材を育成し、インタープリターによる出前授業や様々

な媒体を用いた情報提供を行います。 

評価困難 順調 順調  

②自然環境調査の充実 
本市は面積が約 918km２と広域で、高低差も大きく、地形や気候、植生においても多様性を有しています。 

生物多様性の状況を把握するとともに、豊富な情報を活用し、施策の検討を行います。 

これらの貴重なデータや調査によって得られた標本などを、生物多様性保全に資する財産として適切に管理していきます。 

遅れ 遅れ 遅れ  

③市民参加型調査の推進 
市民が参加して気軽に行える生き物調査等を市内各所で実施し、生き物とふれあい、自然と親しむことで自然を大切にする心を育てるとともに、調査結

果を全市的・経年的にまとめて、本市における自然環境の状況と変化を把握する基礎調査とします。 

また、調査活動を実施するボランティアや調査員の育成を行っていきます。 

評価困難 遅れ 遅れ  

2.3 

①生物多様性保全活動の
推進 

市内には、貴重な湿地性植物群の自生する小規模な湧水湿地が多数点在しています。 

これらの湿地は周辺の連続した環境の中で存在しているものであり、一体的な環境の保全が必要です。 

企業や市民活動団体との共働により保全活動を推進するとともに、各地域で行われているこれらの活動を繋げ、全市的に生物多様性保全のネットワーク

を形成します。 

順調 順調 順調  

②既存制度による保全 
森林法、自然公園法、都市計画法などの法令、市条例、指導要綱に基づく行政指導により森林や緑地の保全を行います。 

市街化区域内にある農地については生産緑地制度などにより保全していきます。 

また、周辺環境に影響を与える土地利用に関して、関係法令に基づき事前協議を行うなど、環境に配慮した開発を進めるよう指導を行います。 

順調 順調 順調  

2.4 

①健全な人工林づくりの
推進 

「豊田市 100 年の森づくり構想」等に基づいて計画的に間伐を行います。過密人工林を一掃し、林内の環境を適切に保全することで、植生等の回復やそ

れに伴う野生生物の生息・生育環境の場の確保を進めていきます。 

また、環境保全上、人工林が適さない場所については針広混交林化や天然林化に向けて取り組みます。 

順調 順調 順調  

②市街地の緑地創出 
市街地において、生活環境の向上と良好な都市景観を図り、市民生活に潤いと安らぎある空間を創出するために、緑化を推進します。 

緑化地域制度により敷地面積の一定程度の緑化を義務化するほか、公共施設などについても緑化を推進します。 
遅れ 遅れ 遅れ  

③水循環の推進 
水道使用量 1立方メートル（１トン）当たり 1円を積み立て、水道水源林の間伐等により水源かん養機能の維持向上や水質保全対策等を推進します。 

また、雨水貯留浸透施設の整備を進めることで、雨水の流出抑制や水循環機能の再生、雨水の有効利用につなげます。 
遅れ 遅れ 遅れ  

2.5 

①生物多様性保全に係る
企業の理解・活動の促進 

「おいでん・さんそんセンター」では、都市部の企業と山村部のマッチング支援や、山村部でのソーシャルビジネスへの助言、研修・体験・CSR事業の

コーディネートなどを行い、双方の課題解決を図る新たな関係づくりを推進します。 

また、市民活動を応援する拠点である「とよた市民活動センター」の事業を通して、市民活動の相談・研修・ネットワークづくりを推進します。 

さらに、生物多様性の保全に向けて企業の取組を促進するため、相談窓口などにより支援します。 

評価困難 遅れ 遅れ  

②都市部と山村部との交
流 

田舎暮らしを目指す移住希望者を市内外から受け入れるための支援を行い、都市部と山村部との交流を促進し、山村部の活性化を推進します。 順調 順調 順調  

③農村環境の保全 
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、様々な支援事業を行います。また、高齢化などにより適切な保全・管理が困難となってきてい

る農地などに対し、地域住民や集落ぐるみで積極的な保全・管理を行うための制度を継続します。 
順調 順調 順調  
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各専門部会における審議結果について（報告） 

＜循環型社会＞ 
 

【日 時】 令和７年８月５日(火) 午前１０時～午前１１時５０分 

【場 所】 東庁舎６階 ６１会議室 

【出席者】 （委 員）谷口（部会長）、梅村、杉浦、竹内、長谷川（欠席）、前田（欠

席） 

（事務局）環境部 松井、小木曽 

循環型社会推進課：金原ほか、環境政策課：塩谷ほか 

     廃棄物対策課：青木、清掃業務課：長嶋、清掃施設課：宝木 

【審議要旨】 １ 施策の進捗状況 

・進捗状況の評価は、全１１施策全てが

「順調」であった。 

[主な意見] 

・まちの状態指標の目標達成状況につ

いて、示されている排出量の基準値に対

する実績値だけでなく割合も示すと理

解しやすい。 

・成果指標の目標達成状況について、家

庭系ごみ、事業系ごみはいずれも減少しているが、これは施策の効果と

いうよりも、物価高による節約志向の高まりなど、市民意識の変化が要

因ではないか。設定した目標値が甘かった可能性もある。 

・費用負担の在り方については、受益者負担の公平性の観点から、ごみ

処理にかかる料金は安ければ良いということではなく、排出するごみ量

に応じた負担が求められると考える。 

・各自治区への加入率が低下している中で、市民のごみを出すマナーや

ごみ処理に対する意識は維持できているのか。ごみステーションの適正

な維持管理が困難な場合、戸別収集導入の検討が必要になる可能性があ

る。 
 

２ パブリックコメントの結果及び対応について 

[主な意見] 

・パブリックコメントで市民から意見が多く出たことは良い点であるが、

部会で丁寧に議論を重ねてきたにも関わらず、多くの意見が寄せられて

おり、部会としての責任があると感じる。 

・意見を寄せた市民が納得できるよう、行政と市民の間で意見交換できる

ことが望ましい。 

・意見がどのように計画へ反映され、今後どのように確認を行っていくと

よいかが市民に伝わると良い。 
 
３ 環境基本計画進捗管理方法について 

・達成率が７割で「ほぼ達成」とするのは違和感がある。「ほぼ達成」と

言うには、少なくとも８割は必要ではないか。 

順調
１１件

遅れ
０件

<循環型社会>

施策の

進捗状況

当日差し替え 

資料1-3 
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豊田市環境基本計画における施策・進捗状況一覧（循環型社会） 

施策の柱 施策名 施策概要 2022 2023 2024 2025 

3.1 

①家庭系廃棄物の減量 

自治区の環境委員との情報交換会や、各種団体へのごみの分け方・出し方に関する出前講座等を通して、自治区や団体の単位で分別等の周知・徹底

を図ります。 

また、「とよた SDGｓポイント制度」を活用し、市民の環境配慮行動を促進します。 

さらに、市が啓発を行い、食材の使い切りや食べ残しの抑制などの食品ロス削減に向けた取組を習慣化します。 

順調 順調 順調  

②事業系一般廃棄物の減

量 

事業系一般廃棄物の中でも特に食品ロスの削減についての取組を強化します。 

飲食店等に対しては、食材の使い切りや食べ残しの抑制を啓発します。また、販売店・飲食店と市が連携して、食品ロスの削減に関する取組を行い

ます。 

遅れ 順調 順調  

3.2 

①家庭系廃棄物の再使

用・再生利用 

燃やすごみに入っている雑紙や、埋めるごみに入っている飲食用ガラスびん等について、自治区の環境委員への案内や、環境学習・各種イベント時

の啓発を通じて、分別の徹底を進めます。 

また、物を大事に長く使う意識啓発等や、資源の有効活用を進めます。 

さらに、市内で発生した生ごみを資源化して地域で再利用する地域循環の仕組みを検討します。 

順調 順調 順調  

②事業系一般廃棄物の再

使用・再生利用 

市内小売店等から発生した事業系生ごみは、堆肥化、飼料化等の民間資源化施設の活用も含め、資源化を進めます。 

また、市では刈草・せん定枝、食品残さを緑のリサイクルセンターで堆肥化して販売し、地域内循環を図ります。 

さらに、販売店による資源の自主回収を促進します。 

遅れ 順調 順調  

③分かりやすい情報発信 
分別アプリの普及促進など、情報技術を活用した分かりやすい情報発信を進めていきます。 

また、情報を受け取った市民がごみ問題を楽しく考え、環境配慮行動を一歩先へ進めるための仕掛けづくりについても検討します。 
順調 順調 順調  

④再生利用の促進 
整備計画に基づいたリサイクルステーションの新設・移転・拡充等を行い、資源の回収を進めます。 

また、市が収集したごみの再生利用を進めるために、家庭から排出された金属ごみの中から小型家電を取り出して資源化する、燃やすごみを処理し

て溶融スラグとして資源化するなどの取組を継続します。 

順調 順調 順調  

3.3 
①廃棄物からのエネルギ

ー回収・活用 

市内には 2か所の市の焼却施設がありますが、このうち「渡刈クリーンセンター」では処理の過程で発生する廃熱を利用して発電を行っており、エ

ネルギーを回収しています。また、焼却施設において回収したエネルギーの活用等、エネルギーの地産地消モデルを構築します。 
順調 順調 順調  

3.4 

①廃棄物の適正処理に必

要な情報の周知と指導の

推進 

排出事業者が廃棄物の適正処理と分別を徹底するよう、廃棄物適正処理推進員を配置し、事業者を訪問して啓発します。 

また、許可業者が搬入する事業系一般廃棄物について検査を実施し、搬入物の適正処理を図ります。 

産業廃棄物については、処理業者への立入検査の強化や排出事業者、処理業者への講習会の開催、警察等と合同の運搬車両の路上検査の実施などに

より、監視や指導を強化します。 

順調 順調 順調  

②不法投棄や不適正処理

現場の早期対応の推進 

生活環境の保全や市民一人ひとりによるきれいなまちづくりを推進するため、市民と共働で、不法投棄防止に向けたまちの美化活動を行います。ま

た、市は、航空写真を解析して不法投棄等を早期に発見し、速やかに対応します。 

さらに、ごみステーションからのごみの持去り禁止条例に基づいた監視・指導を行い、ごみステーションに排出されたごみを適正に処理します。 

順調 順調 順調  

3.5 

①安心かつ効率的なごみ

処理体制の整備 

広大な市域を効率よく収集するための収集運搬体制を構築するとともに、計画的な設備修繕や延命化整備を実施し、ごみ処理施設を安定的かつ効率

的に稼働させます。また、将来のごみ発生量の見込みに対するごみ処理体制を確保するため、現有施設の延命化を図りつつ、経費の削減と平準化の視

点を踏まえ、最終処分場の受入容量を確保します。 

さらに、大規模災害の発生に備えるため、災害廃棄物処理計画に基づき、民間事業者等と連携した災害廃棄物処理体制や広域連携体制を構築しま

す。 

順調 順調 順調  

②費用負担の在り方の検

討 

将来の施設整備に備え、基金等の設置を検討します。 

また、排出者負担の公平性を確保するため、排出量に応じたごみ処理費用負担等を検討します。 
順調 順調 順調  

 

 



各部会を受けたパブリックコメントへの対応等について（報告）

１ パブリックコメントの概要
（１）概要 

① 目 的  豊田市環境基本計画等の改定に伴い、計画（案）に対する意見を市民等から募集 
② 募集期間 令和７年６月 16日（月）～７月 15日（火） 

（２）結果 ※循環型社会部会時より変更有
① 意見通数 188 件（電子 13件、E ﾒｰﾙ 4 件、FAX1 件、窓口 9件、ｲﾍﾞﾝﾄ 161 件） 
② 意見総数 263 件 
ア 環境基本計画 218件 
イ 地球温暖化防止行動計画（地域気候変動適応計画を含む） 28件 
ウ 一般廃棄物処理基本計画 17件 

（３）パブリックコメントの結果と対応
 部会でいただいたご意見を踏まえて文言等の修正を行い、「ご意見の概要」と「市の考え方」
を参考資料 1-4-1～1-4-3 のとおり整理

２ パブリックコメントを踏まえた各計画への反映
パブリックコメントの結果、いただいた意見のほとんどは次期計画案に沿ったものであり、大幅
な修正は行わない。以下の点について、各計画案を修正。 
①環境基本計画 
・「目指す」と「めざす」が混在している。「めざす」に統一してはどうか。 
☞文中の「目指す」は漢字とし、表題などは「めざす」とする。 
②地球温暖化防止行動計画
・データが多いのでグラフや表が多くなるのは仕方ないのかもしれないが、難しく感じる。 
☞グラフの見るポイントを吹き出しで説明書きを追記。 
③一般廃棄物処理基本計画

   ・環境基本計画への意見である「近隣市町村と連携して資源化できないか」 
☞ 「質の高いリサイクルの推進事業」において「市と事業者の連携」を「市と事業者等の連携」
に変更。

３ その他の修正
パブリックコメント以外にも、庁内意見等を踏まえた文言修正、図表修正等を実施 

  ①環境基本計画 
   施策の柱の現状と課題、施策の方向性の記載内容について、文言や言い回しを修正 
②地球温暖化防止行動計画（地域気候変動適応計画）

   ロードマップ等図表の修正、計画記載の事業名称や担当部署の修正 

資料 1-4 
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指 標 名 めざす 
方向 

基準値 
（把握年度） 2022 2023 2024 2025

周辺環境への満足度（全体） ↑ 44.9%
（2016 年）

― ― 54.6%

「気候変動への適応」の言葉を知っ
ていて、積極的に取組を行っている
市民の割合（※令和4年度から変更）

↑ 23.1%
（2016 年）

― ― 60.7%※

※ 適応については認知度から、積極的に取り組んでいるまたは少し取り組んでいる市民の割合に変更。

●まちの状態指標の目標達成状況

豊田市環境基本計画進捗管理シート
★安全・安心社会 

事業

(項目数)

施策

(項目数)
施策の柱社会・分野

安全・安心社会

環境汚染の防止と
リスク低減 ７施策 17事業

良好な生活環境の
形成

１施策 5事業

気候変動や自然災害によ
る環境影響の低減・回避 ３施策 7事業

●施策の柱の位置づけ（体系図）

環境基本計画
基本理念

私たちは、「WE LOVE とよた」を合言葉に、“豊かな自然の恵み”と“先進的な技
術”を活かして、将来にわたって環境にやさしく、多様で豊かな豊田市をつくります。
１. 市民一人ひとりが高い意識を持ち、行動します。
２. 市民・事業者・行政が共働して、更に大きな行動につなげます。
３. 意識せずとも、環境にやさしい行動が選択される仕組みづくりを進めます。

環境基本計画における令和６年度事業実績について 安-施 資料2-1
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施策の柱 環境汚染の防止とリスク低減 体系番号 4.1

●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 
施策名 進捗等概要
① 事業者との協定 実施内容 ・環境の保全を推進する協定協議会の活動の推進

進捗状況の判断理由 ・協議会会員による脱炭素等に関する研究や実践を支援し、情報
を他会員や協議会ホームページ等で公表することで、広く取
組を啓発している。

課題    ・企業規模や業種の異なる企業に共通する関心事やニーズの反映
・協定協議会活動情報の周知

今後の方向性 ・企画運営主体を市から構成員へ移行した部会体制を継続し、5
か年計画（R6から R10）に基づき活動するとともに活動を PR
する。

② 大気汚染の防止 実施内容  ・ばい煙発生施設等を設置している工場や事業場、建築物等の解
体等工事に対して、大気汚染防止法や条例等に基づき、規制や
指導を行った。

進捗状況の判断理由 ・計画的に立入等を実施できたため。
課題 ・事業者への法改正周知や法令遵守の徹底
今後の方向性 ・計画的に立入を実施し、違反等があれば指導を実施する。

③ 水質汚濁の防止 実施内容  ・水質汚濁防止法や条例に基づき、排水基準等が遵守されるよう、
規制・指導を行った。

進捗状況の判断理由 ・計画的に立入等を実施できたため。
課題 ・事業者への法改正周知や法令遵守の徹底
今後の方向性 ・計画的に立入を実施し、違反等があれば指導を実施する。

●生活環境が保全され、快適に暮らせている 

＜施策の基本的方向＞
事業活動によって周辺の大気や水質などの生活環境が損なわれたり、化学物質等に暴露したり
しないよう、事業者は対策を推進し、行政は法令等に基づき、適正な規制や指導を行います。
また、市内の環境の状況を調査・把握し、市民・事業者に速やかに情報を発信します。

●施策の柱でめざす姿

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

柱の成果指標（指標名） 策定時 
（把握年度） 2022 2023 2024 2025 2025 

＜最終目標＞

環境の保全を推進する協定等で定
めた協定値を超過した事業所の数

1件
（2016 年）

1件 1 件 1 件  0 件 

●成果指標の目標達成状況

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 
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施策名 進捗等概要
④ 土壌・地下水汚染の防
止 

実施内容  ・特定有害物質を取り扱う工場や事業場に対して、土壌汚染対策
法や条例等に基づき、規制・指導を行った。

進捗状況の判断理由 ・計画的に立入等を実施できたため。
課題 ・事業者への法改正周知や法令遵守の徹底
今後の方向性 ・計画的に立入を実施し、違反等があれば指導を実施する。

⑤ 騒音・振動、悪臭の防
止 

実施内容  ・規制対象となる施設に対して騒音規制法、振動規制法、悪臭防
止法及び条例等に基づき、規制・指導を行った。

進捗状況の判断理由 ・苦情対応数が微増したが、市民からの相談により対応している
ため、長期的に要因を判断する必要がある。

課題 ・事業者への法改正周知や法令遵守の徹底
今後の方向性 ・市民からの相談に対し、現地確認を踏まえ、適正に対応してい

く。
⑥ 有害化学物質による
環境リスクの低減 

実施内容    ・PRTR 制度や条例に基づく有害化学物質等の排出量等の把握
や、情報提供、ダイオキシン類特措法に基づく規制・指導を行
った。 
・高濃度 PCB廃棄物について、期限内処分の指導を行った。

進捗状況の判断理由 ・計画的に立入等を実施できたため。
・高濃度PCB廃棄物の計画的な処分を実施できたため。

課題 ・事業者への法改正周知や法令遵守の徹底
今後の方向性 ・計画的に立入を実施し、違反等があれば指導を実施する。

・高濃度 PCB 廃棄物については、令和 5 年度で JESCO 豊田及
び北九州事業所での処理が終了したことから、新規で発見した
場合は北海道事務所で期限内に適正に処理するよう指導を行
う。安全監視委員会においては北海道事務所の視察を実施す
る。

⑦ 環境情報の収集・発信 実施内容    ・大気測定局における常時監視や各種モニタリング調査を行う。
また、市内の環境情報を適切に管理した。

進捗状況の判断理由 ・計画的に調査を実施し、発信できたため。
課題 ・市民に分かりやすい、理解しやすい環境調査結果の発信
今後の方向性 ・効率化を図るため、定期的に調査実施体制を見直す。

・環境調査結果の見せる化

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 
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施策の柱 良好な生活環境の形成 体系番号 4.2

●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 
施策名 進捗等概要
① 良好な生活環境の形成 実施内容  ・不良な生活環境等の解消に向け、審議会や庁内対策会議、個別

ケース診断会議等を開催し、情報共有や今後の対応を協議し、
連携して取り組んだ。 
・タバコのポイ捨てごみを拾う清掃活動を実施した。
・路上喫煙禁止区域内の巡回パトロールの実施や区域内の路面シ
ートの更新を行い、路上喫煙禁止の啓発を行った。

進捗状況の判断理由 ・不良な生活環境等の解消に向け、業務マニュアルに従い、取組
を推進できたため。 

・たばこポイ捨て数が昨年度と比較して14.9%減少したため。
課題 ・不良な生活環境の解消の進まない案件は、原因者が地域等から

孤立している場合が多いため、原因者との関係性の構築
今後の方向性 ・不良な生活環境の解消に向けては、庁内関係課や関係機関（福

祉部門）と連携し、支援や指導等を行っていく。
・たばこのポイ捨て削減に向けて清掃活動及び啓発を継続的に実
施し更なる削減を目指す。

柱の成果指標（指標名） 策定時 
（把握年度） 2022 2023 2024 2025 

2025
＜最終目標＞

不良な生活環境の解消率 48％
（2016 年）

86％ 88％ 89％  50％ 

●成果指標の目標達成状況

●生活環境が保全され、快適に暮らせている 

＜施策の基本的方向＞
公害となるような環境の悪化以外にも、より身近なところでごみ屋敷や路上喫煙、ポイ捨てな
どのマナーやモラルに関する問題により、市民の快適な暮らしが脅かされることのないよう、対
策や指導を行います。
また、誰でも理解できる分かりやすい周知・啓発方法を検討し、マナーやモラルの向上を図っ
ていきます。 

●施策の柱でめざす姿

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

施策の進捗状況 
順調 
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施策の柱 気候変動や自然災害による環境影響の低減・回
避

体系番号 4.3

●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 
施策名 進捗等概要
① 気候変動適応策の
推進 

実施内容 ・クーリングシェルターの設置 
・熱中症対策アンバサダー講座などの適応策の普及イベントの実施 
・豊田市気候変動適応情報プラットフォームを活用した市民意識調査
や啓発の実施 

・次世代自動車の環境性能や外部給電機能による災害時の有用性などを啓発
進捗状況の判断理由 ・豊田市気候変動適応情報プラットフォームを活用し、広く市民に

アンケート調査や講座を実施できたため。また、市内活動団体の 
適応策について、広く啓発を実施できたため。 
・民間施設も含む市内 131 施設にクーリングシェルターとして指定し、必要
な市民に開放できたため。 
・今まで啓発できていなかった年齢層にアプローチができたため。
・次世代自動車の車種の多様化や啓発により、次世代自動車を選択
する人が増加したため。

課題 ・気候変動適応法改正に伴う対策の実施 
・気候変動適応情報プラットフォームのコンテンツ拡充など気候変動
に伴うリスク等の周知

今後の方向性 ・クーリングシェルターの拡大、熱中症啓発事業実施などの熱中症対策を拡充。
・気候変動適応情報プラットフォームを活用し、啓発・周知を行っていく。

柱の成果指標（指標名） 策定時 
（把握年度） 2022 2023 2024 2025 

2025
＜最終目標＞

適応策推進事業への延べ参加者数
（累計） 83人 435 人 841 人 1,517 件  1,200 人 

●成果指標の目標達成状況

●災害に強いまちづくりが進んでいる 

＜施策の基本的方向＞
近年の気候変動によって極端な気象現象が起きるリスクが高まっています。
自然災害が起こった場合にも、大きな被害が生じないようなまちづくりや森林・川づくり、災
害時の暮らしを支えるインフラの普及促進、災害廃棄物の処理体制などを整えていきます。また、
災害発生時に次世代自動車の外部給電機能を活用して非常用電力を得るような、ソフト面の対策
も併せて行います。

●施策の柱でめざす姿

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

施策の進捗状況 
順調 
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施策名 進捗等概要
②自然の機能を活かす取
組の推進 

実施内容  ・間伐事業への支援 
・多面的機能支払交付金事業及び中山間地域等直接支払交付金事業
の実施

進捗状況の判断理由 ・市が支援する間伐事業は概ね達成し、過密人工林の一掃が軌道に
乗ってきているため。 
・中山間地域等直接支払交付金事業の制度を利用して新たな農地
を耕作・維持管理をしていく集落が増えたため。

課題 ・森林作業員確保・育成
今後の方向性  ・間伐については、人材の確保育成を強化する。 

・事業の継続実施
③ 災害廃棄物処理の体制
整備 

実施内容  ・協定締結団体との勉強会、災害廃棄物仮置場開設予定地での開設
訓練の実施

進捗状況の判断理由 ・計画的に事業を実施できたため。
課題 ・災害時の初動体制の確保
今後の方向性  ・地域と連携した災害発生時の初動対応の検討 

・継続的な訓練の実施

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 
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豊田市環境基本計画における施策・進捗状況一覧（安全・安心社会）（案）
施策の
柱 施策名 施策概要 2022 2023 2024 2025 

4.1 

①事業者との協定 
従来の「公害防止協定」を見直し、2008（平成 20）年度から市内の主要な事業者と行政が「環境の保全を推進する協定」を締結しています。
協定締結事業者と共に「環境の保全を推進する協定協議会」を組織し、先進的な環境配慮取組について情報交換し、ここで得られた知見を広く発信するこ

とで、市内企業全体の環境配慮取組・技術の底上げを目指します。 

順調 順調 順調  

②大気汚染防止対策の
推進 

大気汚染を防止し、更に負荷を低減するために、行政及び事業者がそれぞれ対策を講ずるとともに、環境配慮技術への転換を推進していきます。
行政は、ばい煙発生施設等を設置している工場や事業場に対して、大気汚染防止法や条例に基づき、規制・指導を実施します。
また、工場・事業場で使用される燃料を、天然ガスや再生可能エネルギーなどの環境負荷の低いものへの転換を促します。
また、次世代自動車化の推進や公共交通への転換を進め、自動車に起因する大気環境への負荷を低減します。

順調 順調 順調  

③水質汚濁の防止 
水質汚濁を防止するために、行政及び事業者がそれぞれ対策を講じます。
行政は、特定施設等を設置している工場や事業場に対して、水質汚濁防止法や条例に基づき、排水基準等が遵守されるよう、規制・指導を実施します。
また、公共下水道の整備や合併浄化槽の普及等を推進し、生活排水が適正に処理されるよう取組を進めるとともに、市民に対して汚れた水を流さないなど

の啓発を実施し、公共用水域の水質保全を進めます。 

順調 順調 順調  

④土壌・地下水汚染の
防止 

土壌及び地下水汚染を防止するために、行政及び事業者等がそれぞれ対策を講じます。
行政は、特定有害物質を取り扱う工場や事業場に対して、土壌汚染対策法や条例に基づき、規制・指導を実施します。 順調 順調 順調  

⑤騒音・振動、悪臭の防
止 

騒音・振動及び悪臭を防止するために、行政及び事業者がそれぞれ対策を講じます。
行政は、規制対象となる施設へ騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法及び条例に基づき、規制・指導を実施します。 順調 順調 順調  

⑥有害化学物質による
環境リスクの低減 PRTR 制度や条例に基づき、有害化学物質の排出量等を把握します。また、市民・事業者に対して、化学物質に関する情報の提供などの啓発を行います。 順調 順調 順調  

⑦環境情報の収集・発
信 

大気測定局における常時監視や各種モニタリング調査を行い、市内の環境情報を適切に管理します。
また、環境調査の状況をまとめた報告書の作成や「緊急メールとよた」による大気環境緊急情報の提供を行います。 順調 順調 順調  

4.2 ①良好な生活環境の形
成 

快適な暮らしが形成できるよう、ごみ屋敷等の不良な生活環境の解消、路上喫煙の防止、大規模開発に伴う生活環境影響の防止、ポイ捨てなどのマナーや
モラルに関する周知・啓発、中高層建築物による電波障害の防止などの対策を行います。
これらの対策はコミュニティと連携しながら実施し、安全で安心して暮らすことができる生活環境の形成を推進します。 

順調 順調 順調 

4.3 

①気候変動適応策の推
進 

豊田市地域気候変動適応計画を着実に実施し、気候変動適応セミナーなどを通じた情報発信を行います。
さらに、「SAKURA プロジェクト」として、災害発生時に次世代自動車の外部給電機能を活用して非常用電力を得るような、具体的な災害支援策を普及促

進します。 

順調 順調 順調  

②自然の機能を活かす
取組の推進 

森林や農地、川は、災害被害を防ぐ機能を持っています。これらの機能を正常に発揮できる健康な自然をつくります。
土砂災害を防止できる健全な人工林を育てるために計画的な間伐を行ったり、豪雨などの出水時には水がめとして被害を防ぐよう農地を維持・活用します。
また、本来の生物の良好な生育環境に配慮した「多自然川づくり」を行い、氾濫の起きにくい河川整備を推進します。

順調 順調 順調  

③災害廃棄物処理の体
制整備 大規模災害の発生に備えるため、災害廃棄物処理計画に従って、民間事業者等と連携した災害廃棄物処理体制や広域連携体制を構築します。 順調 順調 順調 
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指 標 名 
めざす 
方向 

基準値 
（把握年度） 2022 2023 2024 2025 

「市民や企業が環境に配慮しているまち」とし
て満足している市民の割合 ↑ 55.0％ 

（2016 年） ― 50.4％ ―  

環境配慮行動を実践している市民の割合 ↑ 65.6% 
（2016 年） ― ― 76.8%  

環境に関連する取組を行っている事業所の割合 ↑ 35.5% 
（2016 年） ― ― 51.2％  

豊田市や住んでいる地域に対して愛着を感じて
いる市民の割合 ↑ 76.7% 

（2016 年） ― 75.9％ ―  

●まちの状態指標の目標達成状況 

豊田市環境基本計画進捗管理シート  
★市民の環境行動力の向上と共働の分野 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

事業

(項目数)

施策

(項目数)
施策の柱社会・分野

市民の環境行
動力の向上の

共働

学習機会・知識の提
供

２施策 4事業

共働の推進 ２施策 13事業

多様な価値観・ライフスタ
イルに応えられる環境 １施策 3事業

環境行動を促す支援・仕組
みづくり ２施策 6事業

市内外への情報発信 3施策 6事業

●施策の柱の位置づけ（体系図） 

 環境基本計画 
基本理念 

私たちは、「WE LOVE とよた」を合言葉に、“豊かな自然の恵み”と“先進的な技
術”を活かして、将来にわたって環境にやさしく、多様で豊かな豊田市をつくります。  

１. 市民一人ひとりが高い意識を持ち、行動します。 
２. 市民・事業者・行政が共働して、更に大きな行動につなげます。 
３. 意識せずとも、環境にやさしい行動が選択される仕組みづくりを進めます。 

環境基本計画における令和 6 年度事業実績について 共-施 資料 2-2 
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施策の柱 学習機会・知識の提供 体系番号 5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 

施策名 進捗等概要 
① 環境学習機会の提供 実施内容  ・環境学習施設 eco-T（エコット）（以下「エコット」という。）を

拠点とした暮らしの環境学習、環境学習施設への送迎支援 
進捗状況の判断理由 ・エコット施設見学学習において、小学校学習単元に対応するプログ

ラムの提供により、ほぼ全ての小学校で施設の利用があったため。 
・小学校から自然観察の森への送迎支援を行い、自然観察の森での学

習機会を増加させることができたため。 
課題     ― 
今後の方向性・引き続き、より学校が活用しやすいプログラムの構築や学習支援用

バスの確保などを学習施設側と協力して行う。 
② 環境学習の質の向上 実施内容  ・エコットを拠点とした暮らしの環境学習 

進捗状況の判断理由 ・学習施設での見学や展示などの学習プログラムについて、参加者か
らの評価や参加ボランティアによる振り返りを通し、継続的な見
直しを実施しているため。 

・また、成果指標である、施設を利用した小学生の地球温暖化などに
関する理解度が８０％を超える水準を維持しているため。 

課題     ― 
今後の方向性・引き続き、継続的な見直しにより学習内容の質を維持するとともに、

現在の学校教育における教育目標や、環境に関する社会動向を踏ま
え、内容の更新を図っていく。 

●充実した環境学習施設を拠点に、様々な世代へ適切な環境情報・学習の場が提供
されている 
●学んだ知識を活かして、環境配慮行動を実践する市民が増えている 
●多様な暮らし方を認め、理想の暮らしを実現している 
 ＜施策の基本的方向＞ 

環境意識を醸成するための第一の段階は、身近な環境問題に気付き、目を向けることです。本
市では、全国的にも有数の環境学習施設を整備し、教材や学習プログラムを開発するなど、様々
な環境学習・環境教育の場を提供しています。 

まずは市民一人ひとりが、情報を受け取り、環境問題に興味を持つところから始めます。 
 

●施策の柱でめざす姿 

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

●成果指標の目標達成状況 

柱の成果指標（指標名） 
策定時 

（把握年度） 
2022 2023 2024 2025 

2025 
＜最終目標＞ 

環境学習施設を利用した小学生の
地球温暖化や生物多様性の理解度 

93.2% 89.4% 90.3％ 89.4%  80％以上 

   ・理解度    ︓地球温暖化 85.0％、生物多様性 93.8％ 

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 
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施策の柱 共働の推進 体系番号 5.2 

 
 
 
 
 
 
 
●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 

施策名 進捗等概要 

①市民・事業者との共働 実施内容  ・とよた SDGs パートナーとの連携事業の実施及び、認証制度の
検討（令和 5 年 4 月から「豊田市 SDGs 認証制度」新設、パー
トナー制度のリニューアル）。 

進捗状況の判断理由 ・SDGs パートナーの増加（登録数 298 団体。令和 7 年 7 月 31
日時点）に伴い、市・事業者双方からの連携提案が増加し、連
携事業が目標値を上回っているため。 

課題    ・制度のリニューアルに伴い、情報共有や連携方法の検討。 
・特にパートナー同士の連携事業の創出に向けた手法の検討。 

 
今後の方向性・WEB プラットフォームを活用し、情報発信及びマッチングを強

化する。 
 

②地域との共働  実施内容  ・わくわく事業等の市民が主体的に行っている、環境課題の解決
に向けた支援の実施。 

進捗状況の判断理由 ・わくわく事業の活動を地域に周知することができ、新しい団体
の掘り起こしにつながったため。 

課題    ・新規団体増加に向けたわくわく事業の周知。 
今後の方向性・各種イベント等を通じて、新たな団体の増加を目指す。 

●充実した環境学習施設を拠点に、様々な世代へ適切な環境情報・学習の場が提供
されている 
●学んだ知識を活かして、環境配慮行動を実践する市民が増えている 
●多様な暮らし方を認め、理想の暮らしを実現している 
 ＜施策の基本的方向＞ 

本市では、自立した地域社会の実現を目指して都市内分権が進んでおり、12 の地域自治区が
行政とのパートナーシップの下で地域づくりを行っています。 

また、本市には独自の「共働」という考え方があり、多様な主体（自治区・NPO・ボランティ
ア団体・企業・大学・行政など）が協力し合ったり、共通する目的に向けて活動したりしていま
す。 

これらの取組の中に、環境配慮行動を組み込み、実践していくことが大切です。 

●施策の柱でめざす姿 

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

●成果指標の目標達成状況 

柱の成果指標（指標名） 
策定時 

（把握年度） 
2022 2023 2024 2025 

 
2025 

＜最終目標＞ 
とよた SDGｓパートナーの連携事
業数 

5 件 
（2019 年度） 20 件 21 件 16 件  毎年度 

3 件以上 

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 
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施策の柱 多様な価値観・ライフスタイルに応えられる環境の整
備 体系番号 5.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※中間見直し後、プロモーション手法を移住定住促進サイトに流入するバナー広告からより住宅取得に関心が高い層

が閲覧するサイトや雑誌での PR に変更。 
●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 

施策名 進捗等概要 
①新たな価値観や暮らし
に対する情報・体験機会の
提供  

実施内容  ・中間支援組織連携事業、定住促進プロモーション 
進捗状況の判断理由  ・中間支援組織連携事業においては、おいでん・さんそんセンタ

ーが新たに山村地域の集落活動へのボランティアをきっかけに
集落と登録者の関係づくりを行う登録制度「とよたの山里応援
隊」を創設し、活動先の情報や活動機会の提供を行っているた
め。 

・定住促進プロモーションについて、住宅購入希望者が購読する
雑誌や WEB ページに情報を掲載する形に手法を変更し、効果
的な PR ができているため。 

課題    ・より効果的な配信の方法等を検討し、情報発信を強化する。 
今後の方向性・引き続きマッチング事業の制度周知とともに運用を進める。 

       ・ターゲットを絞り、効果的に情報配信ができるよう更なる検討 
をしていく。 

●充実した環境学習施設を拠点に、様々な世代へ適切な環境情報・学習の場が提供
されている 
●学んだ知識を活かして、環境配慮行動を実践する市民が増えている 
●多様な暮らし方を認め、理想の暮らしを実現している 

＜施策の基本的方向＞ 
本市の山村部には若い移住者や活動者が増えています。全国的にも、自然と調和したスローラ

イフを志向する動きが 2000 年代からあり、東日本大震災を契機にその動きが加速しています。 
本市においては、都市部での暮らしと自然豊かな山村部での暮らしのどちらも選択することが

できます。 
多様な価値観やライフスタイルに対応し、どのような場所でも環境に配慮した暮らしができる

まちを作り、その情報を発信していきます。 

●施策の柱でめざす姿 

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

●成果指標の目標達成状況 

柱の成果指標（指標名） 
策定時 

（把握年度） 
2022 2023 2024 2025 

2025 
＜最終目標＞ 

都市部と山村部
の暮らしに関す
る情報受信者数 

ファースト暮らす
とよた 

45,900 件 
（2020 年度） 

- ※ 
(24,408 件) 

- ※ 
(25,040 件) 

- ※ 
(22,711 件)  60,000 件 

おいでん・さんそ
んセンター 

1,640 件 
（2016 年度） 

2,420 件 2,513 件 2,608 件  増加 

   

施策の進捗状況 
順調 
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●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 

施策名 進捗等概要 
①環境行動を促す支援 実施内容  ・エコットを拠点とした暮らしの環境学習 

進捗状況の判断理由  ・エコットのインタープリター登録数は目標値に達していないもの
の、インタープリターに対して環境配慮行動を実践するための継続
的な人材育成が実施できているため。 

課題     ― 
今後の方向性・引き続き市民ボランティアの継続的な人材育成を実施するとともに

新規登録者の養成を推進する。 
  

●多くの市民・事業者が、自発的に環境行動を実践し、活動成果を共有している 
 ＜施策の基本的方向＞ 

市民や事業者が、ボランティアや企業活動を通して環境配慮行動を実践しようとするとき、何
を、どうすればいいかがすぐに分かるよう、支援や仕組みを整えます。 

また、活動者同士が連携し、更なる取組を推進できるよう、サポートができる人材づくりやネ
ットワークづくりを行います。 

●施策の柱でめざす姿 

柱の成果指標（指標名） 
策定時 

（把握年度） 
2022 2023 2024 2025 

2025 
＜最終目標＞ 

エコットにおけるインタープリタ
ー登録数 
（積み木キャラバン隊含む） 

108 人 
（2020 年度） 

92 人 87 人 90 人  
100 人体制を

維持 

とよた SDGｓポ
イント新規加入
者数 

加入者数 ― 817 人 527 人 211 人  毎年度 500
人以上 

協定協議会ＷＥＢサイト閲覧者数
（4 年間累計） 

1,759 人 
（2020 年度） 

5,121 人 
※2021〜2022

年度合計値 

7,708 人 
※2021〜2023

年度合計値 

11,306 人 
※2021〜2023

年度合計値 

 10,000 人 
2021〜2024 年度 

●成果指標の目標達成状況 

施策の進捗状況 
順調 

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

施策の柱 環境行動を促す支援・仕組みづくり 体系番号 5.4 
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施策名 進捗等概要 
②環境行動を促す仕組み
づくり 

実施内容  ・とよた SDGs ポイント事業 
      ・協定協議会の活動の推進 

進捗状況の判断理由  ・成果指標「とよた SDGｓポイント新規加入者数」が、2024 年度の
単年度としては目標に達しなかったため。 

 
課題     ・脱炭素や SDGs を意識したライフスタイルの定着を目指したインセ

ンティブの仕掛けづくり、イベント等による効果的なアクティブユ
ーザーの増加に向けた取組が必要。 

今後の方向性 ・「とよた・ゼロカーボンアクション」と絡めたポイント事業の実施や、
行動による SDGs への寄与度の見える化を検討する。 

       ・協定協議会の主体を市から構成員へ移行することで、構成員の意見
をより反映しやすくし、中小企業の環境対策の自主活動を推進す
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施策の進捗状況 
遅れ 
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施策の柱 市内外への情報発信 体系番号 5.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●前年度の主な実績（「施策」の進捗状況） 

施策名 進捗等概要 
①市の環境情報の公開 実施内容  ・環境報告書、環境調査報告書、清掃事業概要の発行 

進捗状況の判断理由  ・市の環境に関する情報をとりまとめ、発行することができたため。 
課題    ・啓発内容及び方法について検討 
今後の方向性・引き続き、市民に分かりやすい表現で情報発信を行う。 

②環境情報の発信と周知  実施内容  ・ごみカレンダー、分別アプリ等を活用した情報配信 
進捗状況の判断理由  ・広報紙への折り込み、アプリによる情報配信等複数の媒体で広報

することにより、より多くの市民に啓発することができたため。 
課題    ・啓発内容及び方法について検討 
今後の方向性・引き続き、市民に分かりやすい表現で情報発信を行う。 

③国内外への情報発信  実施内容  ・国際会議等への市長登壇（2 件）、事業者等と連携した大規模プロ
モーション（2 件）、展示会の企画・出展（3 件）、SDGs 関連制度
の式典の開催・参加（2 件）、エコフルタウンの閉鎖に伴う集大成
イベントの開催（1 件） 

進捗状況の判断理由  ・SDGｓ関連プロモーション事業数も目標値を超え、実施できてい
るため。 

課題    ・新たな連携、プロモーション先の検討。 
今後の方向性・プロモーションの機会を積極的に活用していく。 

●特徴的な取組が市内外へ発信されている 

＜施策の基本的方向＞ 
本市における環境取組の結果や自然の現状などについて、広くデータを開示し、誰もがいつで

も情報を取り出せるようにします。 
また、本市への来訪者や市外に向けても情報を発信し、環境先進都市としての本市のブランド

イメージを構築することで、より一層魅力的な都市を目指します。 

●施策の柱でめざす姿 

◆ 環境基本計画 施策管理シート ◆  

●成果指標の目標達成状況 

柱の成果指標（指標名） 
策定時 

（把握年度） 
2022 2023 2024 2025 

2025 
＜最終目標＞ 

環境情報提供ツ
ールの利用者数 

分別アプリさん
あ〜る※ 

8,975 件 
（2016 年） 

67,033 件 75,967 件 86,335 件  96,000 件 

SDGｓ関連プロモーション事業数 5 件 
（2019 年度） 6 件 10 件 8 件  毎年度 

3 件以上 
   ※さんあ〜る︓スマートフォンアプリのダウンロード件数（累計） 

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 

施策の進捗状況 
順調 
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豊田市環境基本計画における施策・進捗状況一覧（市民の環境行動力の向上と共働）（案） 
 

施策の柱 施策名 施策概要 2022 2023 2024 2025 

5.1 
①環境学習機会の提供 エコットや豊田市自然観察の森等を環境学習拠点として環境に関する学習や講座を実施していきます。 

また、講師派遣による講座や学習会等への支援を行います。 順調 順調 順調  

②環境学習の質の向上 様々な世代の市民や事業者の環境に関する知識や理解が深まるように、環境学習関係者が連携して、体験型の環境学習プログラムや環境学習補助教材を
作成する等、学習内容の充実化を図ります。 順調 順調 順調  

5.2 

①市民･事業者との共働 

持続可能なまちづくりに向け、とよた SDGs パートナーを組織し、その登録団体による新たな連携の取組が展開されており、地域課題の解決や市民の暮
らしの改善を加速させることが期待されます。 

さらに、市民や事業者等によって組織する「とよたエコライフ倶楽部」や、企業の持つ環境対策技術やノウハウを共有して環境対策を進めるための「環
境の保全を推進する協定協議会」などの活動を推進します。 

また、おいでん・さんそんセンターやとよた市民活動センターのようなコーディネートを行っている組織と連携し、事業者と地域との橋渡しを行います。 

順調 順調 順調  

②地域との共働 
自治区ごとに市民が自主的に行っている「わくわく事業」において、地域の環境課題の解決に向けて市民と行政が連携し、必要に応じて行政が支援を行

います。 
また、いわゆる「ごみ屋敷」などの不良な生活環境の解消に向けた支援についても、地域のコミュニティや自治区活動と連携して活動を実施します。 
さらに、ごみ出しが困難となった高齢者や障がい者に対して、地域と行政で見守りや支援をしていきます。 

順調 順調 順調  

5.3 
①新たな価値観や暮ら
しに対する情報・体験機
会の提供 

都市・山村・農村といった本市のフィールドの強みを最大限に活かして、多様な地域での新しい暮らし方を発信し、どのような場所でも豊かで環境に配
慮した暮らしができることを認識してもらえるようにします。 

スマートハウスや外部給電機能を持つ次世代自動車の普及促進などにより、環境性能が高く、災害時にも有用なライフスタイルの在り方を PR し、選択
を促します。 

また、山村部においては、移住を促進することが、その地域の環境を活かし保全することと直結するため、都市部と山村部の交流についてコーディネー
トして、移住や活動を促進します。 

順調 順調 順調  

5.4 

①環境行動を促す支援 

エコットには、環境学習の案内や解説を行う「インタープリター」と呼ばれる市民ボランティアがいます。 
様々な場面で環境活動のリーダーやサポーターを増やし、多くの市民の環境行動を支援します。 
また、行政は、市民団体や企業に対して情報を提供したり相談を受けたりして、活動を支援します。 
さらに、市内には既に環境活動を行っている団体が多数あるため、今後は地域で活動する市民活動団体等をネットワーク化し、情報共有等を図ることで、

活動の促進を進めていきます。 

順調 順調 順調  

②環境行動を促す仕組
みづくり 

本市では「SDGs につながる行動」のきっかけや発見を市民や事業者へ促すポイント制度を引き続き運用していきます。 
また、協定協議会の活動を推進し、企業同士の環境に配慮した取組の共有、他の企業や市民への情報発信を行い、事業者や市民の環境配慮行動を促進し

ます。 
さらに、まち全体で取り組める仕掛けづくりを行い、誰もが環境活動を行える機会の創出を図ります。 

順調 順調 遅れ  

5.5 

①市の環境情報の公開 本市の環境の状況や環境活動の実績について、毎年報告書を公開し、市民に向けて分かりやすく紹介します。 順調 順調 順調  

②環境情報の発信と周
知 

欲しい情報がすぐに手に入り、また関心のない人にも情報が行き渡るように、情報周知の在り方について工夫し、意識せずとも環境情報に注目する仕組
みづくりや、特に重要な環境情報については市内全戸に向けて発信するなど、徹底した情報提供を進めます。 

また、ホームページやメーリングリストなど、様々な情報提供ツールを整備し、多くの人が情報を受け取れるように環境を整備します。 
順調 順調 順調  

③国内外への情報発信 エネルギー・モビリティ・ウエルネス分野での先駆的な取組を中心に、ショーケースとしての都心を有効活用しながら、未来の暮らしを国内外に発信し、
世界から認められる先進都市のイメージを構築します。 順調 順調 順調  
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令和 7 年１０月２７日 

 

豊田市長 太田 稔彦 様 

 

豊田市環境審議会  

会長 千頭 聡  

 

 

「豊田市環境基本計画」等の改定について（答申） 

 

 

 令和６年５月１７日付け豊環政発第３３０号で諮問のありました「豊田市環境基本計画」

等の改定について、本審議会等においてこれまで１９回（全体会 5 回、専門部会１４回）

にわたる会議を重ね、慎重に審議を行った結果、別添「豊田市環境基本計画（案）」等につ

きましては、適当であるとの結論を得たので答申いたします。 

 なお、この答申及び審議過程で各委員から出された意見を十分に踏まえ、「豊田市環境基

本計画」等を決定されるよう要望します。 

 また、社会環境の変化に的確に対応し、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、「持続的な発展が可能な社会」の実現に努められるよう要望します。 

 

 

 

別添 

１ 豊田市環境基本計画（案） 

２ 豊田市地球温暖化防止行動計画（案）（豊田市地域気候変動適応計画（案）含） 

３ 豊田市一般廃棄物処理基本計画（案） 

４ 豊田市環境審議会議事録 
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令和６年度第１回豊田市環境審議会 会議録 
【日 時】 令和６年５月 17 日(金) 午前 9 時 30 分〜午前 11 時 00 分 

【場 所】 豊田市役所 南庁舎 南 51 会議室 

【出席者】  
（委 員） 千頭 聡  （日本福祉大学 国際学部 特任教授） ≪会 長≫ 

渡部 教行 （豊田市自然愛護協会 会長）  ≪副会長≫ 
赤坂 洋子 （NPO 法人とよたエコ人プロジェクト） 
宇井 妥江 （市民公募）
梅村 良  （とよたエコライフ倶楽部 運営委員） 
大坪 瑞樹 （豊田市自然観察の森 所長）
篠田 陽作 （ネイチャークラブ東海 代表） 
竹内 徹  （市民公募） 
谷口 功  （椙山女学園大学 情報社会学部 教授) 
前田 洋枝 （南山大学 総合政策学部 教授） 
森下 幸信   （中部電力パワーグリット株式会社 豊田支社 支社長） 

（計１1 人） 

（事務局） 中川環境部長、近藤環境部副部長、松井環境部専門監、塩谷環境政策課長、浅井
環境保全課長、青木廃棄物対策課長、金原循環型社会推進課長、長嶋清掃業務課
長、宝木清掃施設課長 ほか 

【欠席者】 
近藤 元博 （愛知工業大学 総合技術研究所 教授） 
杉山 範子 （東海学園大学 教育学部 教授、名古屋大学大学院 環境 

学研究科 特任教授） 
長谷川 陽一 （あいち豊田農業協同組合 常務理事）
増田 理子 （名古屋工業大学 社会工学専攻 教授） 

【傍聴人】 1 名 

【次 第】 １ 委嘱状交付 
２ 市長あいさつ
３ 委員紹介 
４ 議題 
（１） 会長及び副会長の選任
（２） 諮問について 
（３） 環境審議会の運営について【報告】 
（４） 現行計画の進捗状況と本市を取り巻く社会環境の変化について【報告】
（５） 環境基本計画の改定方針及び環境審議会の進め方について【報告】 
5 その他 

【資料３－３】
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【議 事】 
１ 委嘱状交付 
２ 市長あいさつ
３ 委員紹介 
４ 議題 
（１） 会長及び副会長の選任

環境審議会の会長、副会長については互選により以下のとおり決定
【会長】千頭 聡 （日本福祉大学 国際学部 特任教授） 
【副会長】渡部 教行 （豊田市自然愛護協会 会長） 

 会長挨拶
環境審議会の中では、皆さんに遠慮なくご意見をいただきたい。地球の平均気温は

+1.5℃を超えつつあり、瀬戸際の状況であるが、世界全体がゼロカーボンに向けて同じ
方向を向いているわけではないと感じる。豊田市は都市部もあり、自然にも囲まれた地
域もあり、多様な地域であるので、豊田市環境基本計画を策定するときには、都市部を
イメージして議論した場合と、中山間部をイメージした議論の場合では、だいぶ内容が
変わってくる。この両面を見ながら、全体として議論を進めていくことを期待する。

（２） 諮問について 
市長から千頭会長へ諮問 

（３） 環境審議会の運営について【報告】 
（４） 現行計画の進捗状況と本市を取り巻く社会環境の変化について【報告】

会長 ・議題（３）及び（４）について、事務局から説明をお願いしたい。

事務局

（資料１に沿って環境審議会の運営について説明。）
（資料 2、別紙 1、別紙 2-1、2-2、2-3 に沿って現行計画の進捗状
況と本市を取り巻く社会環境の変化について説明） 
・まちの状態指標について評価が▲になっている部分についての説

明 
 「「地球温暖化対策に取り組むまち」として満足している市民

の割合」のパーセンテージが下がっている原因は不明である
が、もしかしたら、地球温暖化対策に取り組んでいるにも関わ
らず、近年の夏の猛暑などを捉えて、対策が進んでいない、満
足していないと思われる方もいるのではないかなど、こういっ
た感情がアンケート結果に影響しているのではないかと推測
している。 

 「生物多様性を保全する活動・イベントに参加したことがある
市民の割合」について、パーセンテージが下がっているが、「生
物多様性を理解している市民の割合」の３５％よりは低い値に
なることが想定される。基準値と比較して、横ばい傾向の振れ
幅だと認識しているが、増えていないことも結果に表れている
ため、今後も引き続き啓発をしていく。 

 「生物多様性保全活動に取り組む企業の割合」については、上
記市民の割合と同様な傾向があると認識している。

 「事業系可燃ごみの排出量」が増加していることについては①
コロナのリバウンド、②緑のリサイクルセンターが改修工事伴
い、停止したことなどが影響していると考える。現状としては、
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ごみの持ち込みの際の料金改定の影響や、民間施設へのリサイ
クルなどで、減少傾向である。 

 「最終処分場の容量の確保」について、ごみを埋め立てていけ
ば全体容量は減るが、減り幅は年々減少している。

 「「市民や企業が環境に配慮しているまち」として満足してい
る市民の割合」については、パーセンテージでみると減少して
いるが、減っているというよりは、増えていないという状況。
今後も増やしていく啓発が必要。 

 「環境に関する取組を行っている事業所の割合」についても上
記と同様と考えるが、取組を加速する必要がある。

会長 ・議題（３）及び（４）について、意見等をお願いしたい。

委員 

・「「地球温暖化対策に取り組むまち」として満足している市民の割
合」のパーセンテージが下がっている原因について、市民の意識
が高くなってきて、逆に満足していない結果とは考えられないか。

・「生物多様性を保全する活動・イベントに参加したことがある市民
の割合」について、調査年度は 2020 年であるので、コロナの影
響もあるのでないか。

事務局

・「「地球温暖化対策に取り組むまち」として満足している市民の割
合」のパーセンテージが下がっている原因について、市民の意識
が高くなってきて、逆に満足していない結果である可能性はある
が、詳しい原因はやはり不明である。

・「生物多様性を保全する活動・イベントに参加したことがある市民
の割合」については、コロナの影響も考えられる。

会長
・資料 2 の環境行動力と共働で「環境配慮行動実践している市民の

割合」は約１０％増加しているが、「市民や企業が環境に配慮して
いるまち」は減少している点については、可能であれば分析して
いただきたい。

委員 ・事業系可燃ごみの排出量の増加について、コロナの影響ということ
だったが、現在はどうなっているのか。

事務局

・コロナの影響と緑のリサイクルセンター改修工事のため、事業系可
燃ごみが増加したが、昨年度の速報値から見ると、10,000ｔ減っ
て、28,000ｔで落ち着きそう。減ったのは料金改定の影響が大き
く、今まで民間処理業者が受けてもらえなかった部分が、適正価格
となり民間にも流れていった（資源化された。）ためである。

委員 

・「最終処分場の容量の確保」について、この容量の確保は本当に必
要なのか。豊田市としては、ごみを減らしたいが、ごみ処理をす
る容量を増やしたいという部分のバランスはどのように考えてい
るか。

事務局
・最終処分場の容量は確保していきたいと考えている。年々埋めるご

みの量は減少しており、昨年度からリユースの事業にも力を入れて
おり、その効果もある。指標については、部会の中で議論していく。

（５） 環境基本計画の改定方針及び環境審議会の進め方について【報告】 
会長 ・議題（５）について、事務局から説明をお願いしたい。 

事務局 （資料３に沿って環境基本計画の改定方針及び環境審議会の進め方
について説明。）

会長 ・資料を踏まえて、環境基本計画策定にあたり、委員の皆様の意見等
をお願いしたい。
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委員 

・現行計画の年度の変化としている指標について、いくつか指標の考
え方自体が最適ではないと感じるので、次期計画では、その部分を、
部会でしっかり議論していくべきだと感じる。アンケートを実施す
る際も、変化したことが分析できるような質問を設定するべきであ
る。

委員 

・アンケートの質問で、市民や企業が環境に配慮している街として満
足している割合の項目に関して、市民や企業に２つのことについて
聞いるので、市民が満足していることと、企業が配慮していること
は、分けて聞かなくては、うまく回答ができない場合がでてくる。
専門家から見ると、質問の仕方が妥当ではないと考える。次期計画
のアンケートについて、事前に相談してもらえると助言ができる。

委員 

・5 つの柱について、部会が設置されている分野については現状のま
まで良いと思うが、「安全・安心」については十分議論ができてい
ないと感じる。「安全・安心」と「市民の環境行動力向上と共働の
分野」を一緒にすることや、どこの部会に位置付けるかなどを検討
し、理解を深めることができると良いと思う。

会長

・国の第４次環境基本計画策定時、審議会のメンバーであった。当
時、東日本大震災があり、「安全・安心」が大切であるという認識
があり、国の計画にも入れられた。 

・審議会では、各部会の報告の時間も取りながら、安全・安心などの
共通の部分もしっかり議論する時間をとっていく。

副会長

・市民の生物多様性の理解についての割合が、向上しているというこ
とはよいことであるが、生物多様性の理解は意外に難しい。豊田市
が豊かなふるさとであり続けるということを、市民や企業がどれだ
け理解しながら進めていくか、引き続きいろんな施策が行われてい
けばよいと思う。イベントのやり方によって、参加者は増やせると
思う。

委員 
・一言に環境といっても、エネルギー問題から身近なごみ問題まで、

多種多様であり、壮大なテーマであると感じている。今日が第一歩
ということで、これから皆さんのご意見を聞きながら、勉強してい
きたい。

委員 

・子どもと関わることが大変多い。未来都市推進課が作成した SDGS
カードゲームを実施した際、希少生物やラムサール条約に登録され
た湿地など豊田市のことについて、子どもたちが知らないことがた
くさんあった。まず、子どもたち（未来の大人）と関わって、いろ
んなことを経験してもらうような機会を増やしていきたい。

委員 

・次期環境基本計画は 10 年の長い計画であるが、コロナのような影
響も、今後１０年間で起こりうることではあるので、想定できない
環境変化にも臨機応変に対応できる計画にしていけると良いと思
う。指標そのものも、しっかり要因を分析して、計画に入れられる
と良い。

委員 

・自然環境に出て行きたいという市民のニーズは着実に高まってい
るが、豊田市各地に存在している、ラムサール条約湿地などの、生
物多様性に触れることのできる場が市民に知られていない部分が
ある。そういった部分が数値の底上げに繋がると考えられるので、
推進していくことが今後の肝だと思っている。

委員 

・幼稚園の子ども、小学生を含めて年間 1 万人以上環境学習、その
指導にあたる大人の指導及び企業からの依頼も受けている。今年で
25 年目になる田んぼ学習では、親も一緒に参加してもらった。実
際に子どもよりも親のほうが自然体験をしてきていない。参加した
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父親から「会社で、自然保護活動といわれているが、自然がどうい
うものか理解してないので保護のしようがなかった。田んぼに入っ
て初めて分かった」と感想をもらった。触れることで味わう感性が
ある。気付く感性を最優先にしたい。

委員 

・以前トヨタの森の池作りイベントに参加した。子供も大人もみな楽
しそうに作業していた。体験会に参加することはただ見聞きする参
加よりも対象を身近に感じる。体験する場を多く作ってほしい。 

・今後、人口動向が非常に大きく影響してくると思う。今から 10 年
後の 2035 年を目途にすると、豊田市の人口動向は既に減少してい
る。推移より早く、2024 年 415,833 人になっている。2035 年だ
と、40 万だとみているが、実際にはどのくらい減るのか、より現
状を見据えたデータがほしい。

・資料の表記について、和暦と西暦の併記でお願いしたい。

会長

・他市の総合計画では中心市街地、田園環境、と書いてあり、中心市
街地からみたら、周りは自然豊かな田園と一言で表現してしまうこ
とが多いが、豊田市の場合は、そこでたくさんの方が営みをしてい
て、これからどんな営みをしていくのか、旧町村のことも見ていく
必要がある。都市部だけを見るわけにいかない。分かっているが、
毎日の行動につながらない、ということが多い。昔なら、環境に負
荷を与える行動をしたらその結果をすぐに見ることができた。例え
ば、お米を排水溝に流してしまうと、すぐに家の前の側溝にお米が
溜まっていた。今は下水で知らない間に処理されている。私たちの
行動とその結果生じた環境変化を ICT 使いながら見られるように
する、毎日の行動に跳ね返ってくる（見える化）ようにできるとよ
い。 

・部会に所属していないが、日程の都合がつけば部会に参加したい。

会長 ・資料を見て、気付いたことなどがあれば、来週まで（５月２４日頃）
に事務局へお願いしたい。

5 その他 
会長 ・その他について、事務局からの説明をお願いする。 

事務局
・(仮称)新城設楽風力発電事業について、中部電力（株）から令和６

年５月１４日付で本事業を廃止する旨の通知を受けた。廃止の理由
は、十分な事業性を確保することが困難であると判断されたため。

事務局

・市では環境配慮行動の一環で会議資料のペーパーレス化を推進し
ている。本審議会においても、可能な限りデジタル化及びペーパー
レス化を推進していきたい。ついては、今後の会議資料に関するア
ンケートを机上に置かせてもらっているので、帰りにご提出いただ
きたい。

会長 ・事務局からの説明に対して、質問や意見があればいただきたい。
（意見なし）
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令和６年度第 2 回豊田市環境審議会 会議録 
 
【日時】  令和６年 8 月 2 日（金）10︓00〜12︓00 
【場所】  豊田市役所 南庁舎 ５階 南 52 会議室 
 
【出席者】 
 （委員） 

千頭 聡 （日本福祉大学 国際学部 特任教授） ≪会長≫ 
渡部 教行 （豊田市自然愛護協会 会長） ≪副会長≫ 
赤坂 洋子 （NPO法人 とよたエコ人プロジェクト）  
宇井 妥江 （市民公募）  
梅村 良 （とよたエコライフ倶楽部 運営委員）  
大坪 瑞樹 （豊田市自然観察の森 所長）  
川上 正弘 （豊田市区長会 理事）  
近藤 元博 （愛知工業大学 総合技術研究所 教授）  
篠田 陽作 （ネイチャークラブ東海 代表）  
杉山 範子 (東海学園大学 教育学部 教授、 

名古屋大学大学院 環境学研究科 特任教授) 
 

竹内 徹 （市民公募）  
谷口 功 （椙山女学園大学 情報社会学部 教授)  
長谷川 陽一 （あいち豊田農業協同組合 常務理事）  
増田 理子 （名古屋工業大学社会工学専攻 教授）  
森下 幸信 （中部電力パワーグリット株式会社豊田支社 支社長）  

（計 15 人） 
 

 （事務局）中川環境部長、近藤環境部副部長、松井環境部専門監、塩谷環境政策課長、浅
井環境保全課長、青木廃棄物対策課長、金原循環型社会推進課長、長嶋清掃業
務課長、宝木清掃施設課長 ほか 

 
【欠席者】 
 （委員） 

前田 洋枝 （南山大学 総合政策学部 教授）  
（計 1 人） 

 
【傍聴人】 １名 
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【次第】 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 議題 

（１）計画改定のスケジュールと本日の議題（報告） 
（２）各専門部会における施策進捗評価に対する審議結果（報告） 
（３）「安全・安心社会」及び「市民の環境行動力の向上と共働の分野」の取組評価（協議） 
（４）各部会の意見や社会情勢変化を踏まえ、今後強化すべき取組案（協議） 
（５）市民・事業者の意見の把握について（協議） 
4 その他 

 
【議 事】 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 議題 
(1)計画改定のスケジュールと本日の議題【報告】 
会長 ・ 議題（1）について、事務局から説明をお願いしたい。 

事務局 
（資料１に沿って計画改定のスケジュールを説明。） 
（本日議論いただく内容について説明。） 

会長 ・ 本日の環境審議会は重要な位置づけになるのではないか。 
会長 ・ 議題（1）について、意見等をお願いしたい。 
 （意見なし） 
 
(2)各専門部会における施策進捗評価に対する審議結果【報告】 

会長 
・ 脱炭素化部会の審議内容について、部会長から説明をお願いした

い。 
委員 （資料 2-1 に沿って脱炭素部会での議論の概要を説明。） 

会長 
・ 自然共生部会の審議内容について、部会長から説明をお願いした

い。 
委員 （資料 2-2 に沿って自然共生部会での議論の概要を説明。） 

会長 
・ 循環型部会の審議内容について、部会長から説明をお願いした

い。 
委員 （資料 2-3 に沿って循環型部会での議論の概要を説明。） 
会長 ・ 議題（2）について、意見等をお願いしたい。 
 （意見なし） 

 
(3)「安全・安心社会」及び「市民の環境行動力の向上と共働の分野」の取組評価【協議】 
会長 ・ 議題（3）について、事務局から説明をお願いしたい。 

事務局 
（資料 3-1、資料 3-2 に沿って「安全・安心社会」及び「市民の環
境行動の向上と共働の分野」の取組評価について説明。） 
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会長 ・ 議題（3）について、意見等をお願いしたい。 

委員 

・ 資料 3-1 の p４に、路上喫煙禁止区域内の巡回パトロールや清
掃活動を実施したが、たばこのポイ捨てごみ数は減っていないと
ある。路上喫煙禁止区域外でたばこのポイ捨てごみ数が減らない
のか。自身の通勤時に、路上喫煙者の匂いが気になることがある。
喫煙所が整備されていれば、路上喫煙者が減るのではないか。 

事務局 

・ ラグビーワールドカップの開催に合わせて豊田市全域を「豊田市
路上喫煙の防止等に関する条例」の対象区域とした。当該条例に
おいて路上喫煙禁止区域以外も喫煙をしないように努めなけれ
ばならないとしている。 

・ 分煙施設（喫煙所）は市内に６か所整備している。 
・ どこの市町村も共通して苦慮しているが、副流煙対策に関する施

策までは取り組むことは難しく、ポイ捨て防止の観点からしか対
策ができてない。ボランティアによる清掃活動で回収したたばこ
のポイ捨てごみから、毎月数量を把握している。たばこのポイ捨
てごみの多さは、路上喫煙禁止区域内外より、飲食店の店前で多
い傾向にある。 

・ イベント開催時などは、禁止区域における路上喫煙者に対して指
導員が喫煙所への案内を行っている。 

委員 ・ 路上喫煙者への罰則はあるのか。 

事務局 
・ 罰則を設ける案もあったが、罰則規定は設けていない。指導員に

よる喫煙所への案内にとどめている。 
委員 ・ 居酒屋周辺でのたばこのポイ捨てへの対策ができればよい。 

委員 

・ 山之手小学校の北側周辺の歩道に捨てられたたばこのポイ捨て
ごみは近年減ってきた印象がある。一方で空き缶や食料品の袋な
ど、コンビニエンスストアで買ったであろうもののポイ捨てごみ
が多くなっており、自宅前にも捨てられて困っている。たばこの
ポイ捨てごみに限らず、ポイ捨てごみ全般を規制するようにして
ほしい。 

事務局 

・ ポイ捨てごみへの対策は市としても苦慮しているところで、個人
のマナー、モラルに頼らざるを得ない。大きな不法投棄物であれ
ばボランティアが集めたものを市で回収している。また不法投棄
パトロール隊や清掃ボランティアなどの活動を支援している。 

委員 
・ シンガポールは世界で一番清潔なまちと言われていたように、豊

田市でも啓蒙活動などを通してごみのないまちになるように取
り組んでほしい。 

委員 
・ 資料 3-1 の p7「子どもたち（未来の大人）に関わりながら…」、

資料 3-2 の p２「様々な世代へ適切な環境情報・学習の場が提供
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…」とあるが成果目標では小学生のみを評価する指標となってい
る。愛知県の高校生を対象としたワークショップに参加した際、
高校生から「私達高校生は環境について学んでおり、大人が学ぶ
場をもっと設けてほしい。」「高校生には選挙権がないため、市長
へ意見を言う場が欲しい。」という意見があった。未来を担う世
代へ情報提供は必要だが、今まさに大人が気候変動などに対応し
次の世代に引き継ぐ必要がある。大人にも環境問題学習の場が提
供できているか、評価できるようにしてほしい。 

委員 

・ 小学生、幼稚園からは「自分はごみをちゃんと捨てているが、大
人がポイ捨てしている。」と言われることが多い。落ちているご
みに対してボランティアや市役所が対応するのではなく、ごみ捨
てをしない大人になるような教育体制が必要と感じる。豊田市社
会福祉協議会ボランティアセンターと一緒にごみ拾いをしてい
るが、ごみの量は一向に減らない。ごみのポイ捨てに関しては、
環境問題というよりも教育問題として捉えるべきではないか。環
境問題は起きてしまった問題に対して後始末をするのではなく、
事前に対策することで問題が起きないようにすることが重要で
ある。 

委員 

・ 資料 3-2、p２「学習機会・知識の提供」に関連して、これまで
は環境学習施設エコットへの送迎バスが提供されていたが、今年
度は打ち切られたと聞いている。環境学習施設エコットで学ぶた
めの機会を増やすためにも、できれば今後再稼働してほしい。ま
たは代替の案を提供してほしい。 

事務局 
・ これまでは民間企業のバスを借りていたが、今年度は市所有のバ

スの利用に切り替えようと考えている。これまでと同様に環境学
習の機会を提供できるように手段を検討している。 

会長 

・ 資料 3-1 の p7「周辺環境への満足度（全体）」が 4 年間で 1.5
倍も上昇しているが、個人の体感としてこれほど向上したのかと
驚いた。例を示すなど聞き方を工夫することで回答結果が向上す
ることがあり、アンケート設計が原因かもしれないが、実際に周
辺環境への満足度が上がっているか気になった。 

委員 

・ 資料 3-1 の p4「良好な生活環境の形成」に関して、市街地では
あまり関係ないかもしれないが、個人的には空き家、耕作放棄地
への対策が課題と感じる。沿線道路の交差点付近に放棄地がある
と、ポイ捨てされたり、外来種が住み着いたりする。また民家の
隣に放棄地がある場合は隣家にも悪影響を及ぼす。ごみ問題だけ
でなく、どこまでを生活環境として捉えるか難しいと思うが対策
は必要と感じる。 
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・ 資料 3-1 の p5「気候変動や自然災害による環境影響の低減・回
避」に関連して、猛暑はすでに多くの市民が実感していると思う
が、内水氾濫などまだ豊田市では発生していない災害リスクがあ
る。一度発生し市民生活に影響が出るとアンケート結果も変わっ
てくると想定される。そのため、「気候変動や自然災害による環
境影響」に影響が予想されるため、対象範囲は明確に整理してお
く必要があるのではないか。 

・ 資料 3-2 の p2「学習機会・知識の提供」に関連して、環境学習
や環境問題に対して興味を持っていない人にまずは、興味を持っ
てもらう観点も必要である。小中高生を対象に開催した学習講座
において、これまでは気候変動をテーマにしていたが、今年度は
燃料電池を切り口とした気候変動をテーマにしたところ応募数
が増えた。脱炭素や生物多様性の問題が自分事になっていない人
が多い印象がある。まずは興味を持ってもらうための施策も必要
ではないか。 

会長 
・ 環境学習は様々な世代を対象とすること、大人への働きかけを反

映した指標も必要ではないかという意見に対して、事務局から回
答をお願いしたい。 

事務局 

・ 気候変動危機が目の前の問題となってきており、子どもだけでな
く大人も巻き込んでいかなければならないと実感している。 

・ 無関心層への取組としてイベントに有名人を呼んで講演しても
らうなど、興味関心をもってもらう工夫を行っている。また名古
屋グランパスと連携したマイボトル持参運動も行っており、様々
な切り口から事業に取り組んでいる。 

委員 

・ 今後はごみ箱を設置する、設置位置の検討には ICT 技術を活用
する、ごみ回収の時間を工夫する、ポイ捨てをしないような行動
変容を促す技術を導入するといったことも検討される。ソフトで
対応できる課題、技術が必要な課題を整理すべきではないか。 

・ 路上喫煙者に対してあえて豊田市では過料などの罰則は設けな
かったが、その上でどのように行動変容を促すべきかについて
は、今後丁寧な議論が必要ではないか。 

・ SDGs 推進について、「とよた SDGｓパートナーの連携事業数」
の増加や取組が良好であることは理解している。しかし目標年度
の折り返し時期にきていることから次期計画では具体的にどの
ようなターゲットを目指し達成するか示してほしい。 

会長 
・ 2030 年まで秒読みであり、やるべきことをやっていればよい時

代は過ぎた。 
・ ご意見ないようであれば、議題（4）に移る。 
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(4)各部会の意見や社会情勢変化を踏まえ、今後強化すべき取組案【協議】 
会長 議題（4）について、事務局から説明をお願いしたい。 

事務局 

（資料 4 に沿って次期計画で強化すべき取組案について説明。） 
・ 今回は、部会にて進捗評価した３分野の案を提示した。本審議会

にて進捗評価した２分野については今後提示したいと考えてい
る。 

会長 ・ 強化すべき取組案の計画への反映はどのように行うのか。 
事務局 ・ 今後計画に重点的に盛り込んでいく方向性を示している。 

委員 

・ 特に「脱炭素社会」の分野で、記載している動向、情勢変化は現
状見えているものにとどまっている。10 年経ったらどう変化す
るか、バックキャストの視点からも考えなければならないのでは
ないか。記載の通りエネルギー基本計画が改定作業中であり
2030 年、2035 年も見据えなければ、計画の進捗が良好だとし
ても潮流の後追いになってしまう。情勢変化について先の時間軸
で示すべきではないか。 

会長 
・ 各分野とも、環境問題を担う市民の生活の姿、市民社会の変化が

見えてこないため、情勢変化に加えてほしい。考慮すべき社会動
向は、人口動向以外にもあるはずである。 

 
(5)市民・事業者の意見の把握について【協議】 
会長 ・ 議題（5）について、事務局から説明をお願いしたい。 

事務局 

（資料 5-1 に沿ってアンケート調査の企画概要について説明。） 
（資料 5-2 に沿ってワークショップの企画概要について説明。） 
・ アンケート調査票の設問案についての説明は割愛するが、事前に

いただいたご意見を反映している。 

会長 

・ 資料 5-2 市民ワークショップのうち、外国人向けワークショッ
プは私が提案したため補足説明する。豊田市は外国人が多い特徴
がある。外国人はマナーが悪いといった文脈で語られることが多
いが、貴重な地域の担い手でもあり、一緒に豊田市の環境につい
て考えるきっかけになればよいという思いから提案した。 

委員 
・ 外国人に対する様々な支援団体があると思う。支援団体も活用し

て環境問題についても考える場を提供できればよい。また外国人
を受け入れている企業と連携した取組を実施できればよい。 

会長 

・ 7〜8 年前に外国人を対象としたワークショップを開催したこと
がある。「ごみの分別方法の資料などは多量に提供されるが、実
際に出す場所が分からない」といった意見が寄せられ、新たな気
づきがあった。 
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・ 議題（3）で議論に上がっていたように、小学生の視点からの意
見も多く聞ければよい。小学生アンケートについて、自身として
できることのほか、大人に対して気づいたこと、思うこと等につ
いての設問も可能であれば追加できるとよい。 

委員 

・ 以前提出したアンケート調査票への修正事項のうち、一部修正さ
れていない部分があった。 

・ 問 13 の設問数が非常に多い。全てに対して重要度と満足度を聞
くのではなく、重要と思うものを５つ選び、それについて満足度
を聞く方法にしてはどうか。市民の負担軽減、回答率向上のため
にも設問数を減らしてはどうか。 

会長 
・ 問 13 について、事務局は重要度と満足度の二軸で評価したいの

だろう。設問数を減らせるのであれば減らしてほしい。 

委員 
・ 満足度は回答しづらく真ん中の「どちらでもない」を選ぶことが

多かった。市民も同じような回答になると予想される。 

委員 

・ 小中高生向けアンケートの問 5 自由記述について、「意見があれ
ば」記載してもらうのではなく、例を示すといった工夫によりな
るべく回答してもらうように誘導してはどうか。より多くの子ど
もの思いを汲み上げられたらよい。 

会長 
・ 期間が限られているため、アンケート調査票の修正は会長に一任

してほしい。 
委員 ・ 了承した。 

会長 

・ ワークショップは、ワークショップ結果を計画にどう反映させる
のかをはっきりさせてから行う必要がある。ワークショップの結
果全てを計画に反映させられるわけではないが、意味のあるもの
とするために反映方針は整理してほしい。 

会長 ・ 議題（5）以外の議題でも構わないので、ご意見をお願いしたい。 

委員 

・ ハクビシンが周辺に出現するようになった。市内道路を横切って
いるのを見たほか、自宅の庭のビワを食べられていた。以前から
山間部ではクマやイノシシの問題があるが、都市部、住宅街でも
特定外来生物が出るようになったと実感しており、市としても対
応してほしい。 

委員 
・ 外来生物への関心が高まれば生物多様性への取組につながる。ま

た駆除すればいなくなることから、駆除の方針を検討してほし
い。 

 
(6)その他 
事務局 ・ 資料４へのご意見があれば来週までに提出してほしい。 

以上 
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令和６年度第 3 回豊田市環境審議会 会議録 
 
【日時】  令和 7 年 3 月 14 日（金）10︓00〜12︓00 
【場所】  豊田市役所 南庁舎 ５階 南 51 会議室 
 
【出席者】 
 （委員） 

千頭 聡 （日本福祉大学 国際学部 特任教授） ≪会長≫ 
渡部 教行 （豊田市自然愛護協会 会長） ≪副会長≫ 
杉山 範子 (東海学園大学 教育学部 教授、 

名古屋大学大学院 環境学研究科 特任教授) 
脱炭素社会
部会 

赤坂 洋子 （NPO法人 とよたエコ人プロジェクト） 
宇井 妥江 （市民公募） 
近藤 元博 （愛知工業大学 総合技術研究所 教授） 
森下 幸信 （中部電力パワーグリット株式会社豊田支社 支社長） 
増田 理子 （名古屋工業大学社会工学専攻 教授） 自然共生社

会部会 大坪 瑞樹 （豊田市自然観察の森 所長） 
篠田 陽作 （ネイチャークラブ東海 代表） 
谷口 功 （椙山女学園大学 情報社会学部 教授) 循環型社会

部会 梅村 良 （とよたエコライフ倶楽部 運営委員） 
川上 正弘 （豊田市区長会） 
竹内 徹 （市民公募） 
長谷川 陽一 （あいち豊田農業協同組合 常務理事） 
前田 洋枝 （南山大学 総合政策学部 教授） 

（計 16 人） 
 

 （事務局）中川環境部長、近藤環境部副部長、松井環境部専門監、塩谷環境政策課長、浅
井環境保全課長、青木廃棄物対策課長、金原循環型社会推進課長、長嶋清掃業
務課長、宝木清掃施設課長 ほか 

 
【欠席者】 
 （委員） 

なし   
（計 0 人） 

 
【傍聴人】 0 名 
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【次第】 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 議題 

（１）計画改定に係る各専門部会における審議結果について（報告） 
（２）次期環境基本計画等について（報告・協議） 

これまでの審議を踏まえた改定方針、概要の報告 
（３）次期豊田市温暖化防止行動計画について（報告・協議） 
（４）次期豊田市一般廃棄物処理基本計画について（報告） 

4 その他 
 

【議 事】 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 議題 
(1) 計画改定に係る各専門部会における審議結果について【報告】 
会長 議題（1）について、各部会長から説明をお願いしたい。 
委員 （資料 1-1 に沿って脱炭素社会部会の審議結果を説明。） 
委員 （資料 1-2 に沿って自然共生社会部会の審議結果を説明。） 
委員 （資料 1-3 に沿って循環型社会部会の審議結果を説明。） 
委員 資料 1-1、二酸化炭素排出量削減目標の設定として「市役所」の表現を使うと

対象が市庁舎だけだと誤解を招く可能性がある。また、事務事業との違いもご
説明いただきたい。「市民」と「行政」という使い分けにした方がわかりやすい
のではないか。 

事務局 分かりやすくするため「市役所」と記載したが、事務事業の目標のことである。
表現は再度検討する。 

会長 例えば市の公共施設等として、下に注釈をつけても良いのではないか。豊田市
は事務事業編に学校も含まれるのか。 

事務局 学校、上下水も含まれる。 

委員 資料 1-1 の二酸化炭素排出量の削減目標について、「毎年度、目標値を上回る削
減を目指す」と「毎年超えないようにすることが重要」とで表現が矛盾してい
るように読み取れる。 

委員 排出量は下回る、削減割合は上回ると表現している。表現がややこしいので、
分かりやすくしていただきたい。 

委員 資料 1-2、生物多様性分野の目標が漠然としている印象がある。「生き物や自然
の豊かさに対する満足度」、「生物多様性を保全する活動・イベントに参加した
ことがある市民の割合」などは毎年の回答する人次第で変わってしまうのでは
ないか。 

事務局 指標の取り方は議論の余地がある。 
会長 行政として、主観的な市民の満足度を指標と置く重要性についても理解できる。 
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委員 前計画から長期的にとっている指標でもあり推移も把握できる。また、「生物多
様性を保全する活動・イベントに参加したことがある市民の割合」については
参加している活動が「生物多様性の保全の活動」であることを認識してもらう
必要もあるということも踏まえ、指標およびアンケートの内容は変更しなくて
よいと考えている。 

委員 他自治体で事例のある「ごみ減量行動へのインセンティブの付与」を豊田市で
も考えられるといいのではないか。 

委員 食品ロスの活動は環境行動だけでなく福祉など分野横断的な議論が必要とな
る。 

委員 資料 1-3、「リユーススポット事業」（新規）とあるがどのような内容か。 
事務局 現行計画には記載していないため【新規】としているが、活動自体は 2023 年

11 月から開始している。豊田市の清掃施設へ搬入されたごみや粗大ごみとして
排出された家庭ごみを簡易清掃し、展示、譲渡する事業である。この事業によ
り毎月約１トンのごみ量削減に繋がっている。 

委員 内閣府データによると、2015〜2019 年度の平均食品ロス量 614 万トンのう
ち、334 万トンが事業者からの排出であり、その中で製造・卸での返品による
食品ロスも多くなっていることから、これらの食品ロスを減らせると効果も大
きいのではないか。また、難しいかもしれないが行政として流通分野への対策
もできるとよい。 

事務局 ご意見として受け取る。 
委員 資料 1-3、「家庭系ごみの分別適正率」について、先進自治体においては 70％

と聞いたこともある。豊田市の分別率は他都市と比較してどの程度の位置づけ
なのか。 
また、ごみ袋の名前を「燃やすしかないごみ」にしたところ 10〜25％ごみを減
らせた事例を聞いたことがある。豊田市でもできないか検討してみてほしい。 

事務局 名古屋市が 40％、岡崎市、安城市が 27％程度であり豊田市は若干低い数値と
なっている。分別率は組成調査のデータから推計している。 

会長 燃やすしかないごみのメインは生ごみであるが、逆に、生ごみは燃やして処分
するしかないというメッセージに受け止められてしまうのは望ましくない。 

会長 燃やすごみの指定袋は約 150 円で販売しているが、つまりごみ袋 1 つ分を処理
するのに 150 円かかることが正しく市民に伝わっていないのではと感じる。 

会長 豊田市としてのクレジットを発行する議論はしていないか。エネファームをま
とめて販売し二酸化炭素排出削減量を環境価値化しているような自治体もあ
る。 

事務局 家庭用燃料電池システム（エネファーム）については豊田市としても既に取り
組んでおり、企業と連携して実施している。また、森林吸収については豊田森
林組合が森林由来の J-クレジット創出を行っている。 

会長 計画にそういった記載がされると良いと思った。 
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(2) 次期環境基本計画等について【報告・協議】 
会長 議題（2）について、事務局から説明をお願いしたい。 
事務局 （資料 2-1〜資料 2-8 に沿って環境基本計画の改定について説明。） 
委員 生活環境の成果指標として、アンケートによらない環境基準達成率を新たに追

加したのは良いが、他分野とのバランスには違和感がある。 
委員 資料 2-2 ごみ排出量 中間見直し時の年度が 2014年度となっているが 2019

年度の誤りか。 
事務局 誤記である。 
委員 環境基本計画の基本方針は「気候変動、生物多様性、循環型社会、生活環境」の

順番になっている。企業市民行政とも生活環境に関連する法令遵守が最優先で
ある。どういった考え方でこのような並びにしたのか。 

事務局 参考資料 2-5 の P11、図に示している通り 4 分野、並列で「めざす環境像」を
目指すものであり、順位づけは行っていない。 

委員 市民にとっては自分の生活環境を守ることが大事だとすると、社会基盤があっ
た上で生活環境が守られるものだと考えている。個人としての意見であり様々
な意見があるとは理解している。 

委員 4 分野並列で良いと考えている。図についても本案が簡潔に表現されていて良
い。 

委員 自然と共生できないと環境も悪化し、人が安全快適に暮らすことができなくな
る。 

会長 環境行政の歴史及び近年の動向を踏まえれば、「気候変動、生物多様性、循環型
社会、生活環境」の流れで良いと認識している。 

委員 「気候変動、生物多様性、循環型社会、生活環境」の流れは会長に賛成である。 
一方で P11 の図には違和感があり、4 分野は並列でもウエディングケーキモデ
ルのように、自然の上に乗っているイメージである。 

委員 考え方は様々あるが、表現として土台から上にあがっていくものと整理するこ
とで、市民の理解にも繋がるものとなるのではないか。 

会長 そもそも４分野は別個ではなく繋がっている。 
委員 個別の事業を分類および積み上げる都合上、5 つの施策の柱になったのは仕方

ないとも考える。 
会長 ④⑤は一つにまとめられるのではないか。 
委員 これまでの環境審議会でも環境教育について意見を述べてきた。環境施設を活

用しながら、豊田市なりの環境教育を目指してほしい。 
委員 ４分野は並列であると説明があったが、市民の意識として４分野が並列になっ

ているのかは疑問である。並列として環境施策を推進するのであれば意識のギ
ャップを埋める必要もあるのではないか。 

委員 資料 2-1、生活環境の基本方針 4、施策の柱②事業者の自主的取組の促進とある
が、事業者だけでなく市民に関する施策も柱立てする必要はないのか。 

委員 生活環境は市民に関する文章があってもいいのでは。 
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事務局 生活環境、市民に関する施策は①環境汚染の防止とリスク低減の中で進めてい
く。 

委員 資料 2-５、P11 の基本方針について、『4 つの取組分野「気候変動」、「自然共
生」、「循環型社会」、「生活環境」に対して、それぞれ基本方針を定めます。』と
リード文があるが、下図とリンクした説明文も記載してはどうか。 

会長 他の柱も共通して、市民の取組は大事になる。 
 

(3) 次期豊田市温暖化防止行動計画について【報告・協議】 
会長 議題（3）について、事務局から説明をお願いしたい。 
事務局 （資料 3 に沿って次期豊田市温暖化防止行動計画について説明。） 
 温室効果ガス排出量削減の最終目標は 2050 年だが、ロードマップには 2050

年までの取組を書き込む予定はないか。 
事務局 バックキャスト的な視点も必要ではないかという意見と捉えている。本計画の

目標年度は 2035 年度であるが、検討する。 
委員 （５）強化する施策の内容の「地域共生型再エネの普及に向けた仕組みの検討」

は今後特に重要になる。再エネの利益が域外に流れ出さないことが大事であり、
この事業は強調したい。 

会長 地球温暖化対策分野について詳しくない市民が資料３を見ると、これらの施策
を実施すれば脱炭素が実現すると思われるのではないか。2050 年が遠い未来で
はなくなってきており、どうしても温室効果ガス排出量は残る見込みや更なる
取組が必要であること等を記載してはどうか。 

委員 脱炭素の取組は最新技術への切り替え等で快適な環境も実現するものであり、
ポジティブにとらえてほしいと考える。 

委員 トランプ政権によって地球温暖化防止の流れが止まってしまうリスクがある。
前向きな議論が白紙になるリスクは豊田市として想定しているか。 

委員 国際の枠組みが変化する可能性はないとは言えないが、国政や国内企業は既に
脱炭素へ舵を切っており投資もしているため、脱炭素の流れはそれほど変わら
ないのではないと個人的には考えている。 

事務局 市民目線ではこれまで通りに省エネに取り組むといったことを促進する。市内
の企業も既に脱炭素に向かって力を入れていると実感しており、豊田市のカー
ボンニュートラルを目指す方向性は揺るがないと認識している。 

 
(4) 次期豊田市一般廃棄物処理基本計画について【報告】 

会長 議題（4）について、事務局から説明をお願いしたい。 
事務局 （資料 4 に沿って次期豊田市一般廃棄物処理基本計画について説明。） 
会長 議題（２）次期環境基本計画等についての中で、環境基本計画の循環型社会（基

本方針 3）の施策の柱について、ご意見があったが、一般廃棄物処理基本計画
の説明を受けて改めて体系についてどうか。 
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委員 資料 4、5-2.施策の体系として事業を含めて見れば整合性が取れていると感じ
るため、事務局案の施策の柱で問題ない。 

委員 市民として一番情報が欲しいのが廃棄物についてである。2023 年 4 月に「ご
み非常事態宣言」が発令されたが、市民にはあまり重要性が伝わっていなかっ
た。また、コンポストの貸し出しなど豊田市の市民向けの取組内容もあまり伝
わっておらず、戦略的な情報発信が必要である。 

委員 

P61「バケツや歯ブラシ等のプラスチック製品を分別」の事業は良い取組と思
う。 
浜松市のごみ処理施設へ見学に行った際、歯ブラシ、ボールペン、ヨーグルトの
容器の分別回収ボックスがあった。ヨーグルト容器は洗浄の必要があり職員の
負担が大きいが、製品を買った所に返すなど事業者による回収であれば市民と
しても取り組みやすいのではないか。 

 
(6)その他 
  特になし 
 

以上 
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令和 7 年度第 1 回豊田市環境審議会 会議録 
 
【日時】  令和 7年 5月 19 日（月）10︓00〜12︓00 
【場所】  豊田市役所 南庁舎 ５階 南 51 会議室 
 
【出席者】 
 （委員） 

千頭 聡 （日本福祉大学 国際学部） ≪会長≫ 
渡部 教行 （豊田市自然愛護協会） ≪副会長≫ 
杉山 範子※ (東海学園大学 教育学部、 

名古屋大学大学院 環境学研究科) 
脱炭素社会
部会 

赤坂 洋子 （NPO法人 とよたエコ人プロジェクト） 
宇井 妥江 （市民公募） 
遠藤 隆幸 （中部電力パワーグリット株式会社 豊田支社） 
近藤 元博 （愛知工業大学 総合技術研究所） 
増田 理子 （名古屋工業大学 社会工学専攻） 自然共生社

会部会 大坪 瑞樹 （豊田市自然観察の森） 
谷口 功 （椙山女学園大学 情報社会学部) 循環型社会

部会 梅村 良 （とよたエコライフ倶楽部） 
杉浦 正春 （豊田市区長会） 
竹内 徹 （市民公募） 
長谷川 陽一 （あいち豊田農業協同組合） 
  
※WEB参加  

（計 14 人） 
 

 （事務局）中川環境部長、近藤環境部副部長、松井環境部専門監、小木曽環境部専門監 
塩谷環境政策課長、浅井環境保全課長、青木廃棄物対策課長、金原循環型社会
推進課長、長嶋清掃業務課長、宝木清掃施設課長 ほか 

 
【欠席者】 1 名 

前田 洋枝 （南山大学 総合政策学部 総合政策学科）  
 
【傍聴人】 0 名 
  

【資料３－４】
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【次第】 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 議題 

（１）第１回豊田市環境審議会 専門部会（脱炭素社会）の審議結果について（報告） 
・・・【資料１】 

（２）計画改定のスケジュールについて（報告）・・・【資料２】 
（３）次期環境基本計画等について（協議）・・・【資料３】 
（４）パブリックコメントについて（報告）・・・【資料４】 
 

4 その他 
5 閉会 
 

【議 事】 
１ 開会 
２ 挨拶 
３ 議題 
（１）第１回豊田市環境審議会 専門部会（脱炭素社会）の審議結果について【報告】 
会長 議題（1）について、部会長から説明をお願いしたい。 
委員 （資料 1 に沿って脱炭素社会部会の審議結果を説明。） 
委員 山村部の話があったが、今年度策定予定の次期「豊田市山村地域の振興及び都

市との共生に関する基本計画－おいでん・さんそんプラン－」と整合は図って
いるのか。 

事務局 おいでん・さんそんプランとの調整には至っていない。今回の専門部会で自然
を破壊してまでの再生可能エネルギーの導入は避けるべきといった意見も出て
いたため、小水力発電のような自然を破壊しないような対応を今後検討する。 

委員 近年、自然破壊をする太陽光発電の設置が問題になっているため、促進区域を
設定することで、太陽光発電が設置されるエリアを誘導していく必要があると
考えている。 

委員 他自治体で住宅に太陽光発電を設置する際に、共同購入する方策を行っている
例があるが、そのような予定はあるか。 

事務局 ２、3 年前に太陽光パネルと蓄電池をセットにした共同購入事業を実施してお
り、何十件か導入された。太陽光と蓄電池、HEMS をセットとした補助金交付
は引き続き行っている。 

 
（２）計画改定のスケジュールについて【報告】、（３）次期環境基本計画等について【協議】 
会長 議題（2）、(3)について、事務局から説明をお願いしたい。 
事務局 （資料 2、資料 3、参考資料 3-1-1〜3-2-2 に沿って環境基本計画の改定につい

て説明。） 
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委員 素案と概要版の関係はどうなっているか。素案を読めない人が概要版を読むと
想像されるため、概要版は概要版として完結すべきである。「IPCC」といった専
門用語や「再エネ」といった略称用語の使用は注意して欲しい。 
計画策定の背景の「さらに懸命に戦う必要がある」の言い回しは公用文として
適していない。 
目指す方向を矢印だけで表示しているが、目標値を入れてほしい。他計画では
同じ目標値を掲載しているが、環境基本計画には掲載していないことに違和感
がある。 

事務局 概要版の扱いは、素案のポイントを押さえたものとして捉えている。概要版の
みでも市民の方が理解できるように引き続き検討したい。 
計画策定の背景に記載している「さらに懸命に戦う必要がある」の表現は改め
る。 
施策の評価を行うものは、効果などを指標として数値化することが適している
が、まちの状態指標はその他外的要因も含めているものになるので、矢印で表
現している。数値化できるものがあるかどうかについては、検討が必要と感じ
た。 

会長 パブリックコメントをかける際、素案をすべて読むことを依頼できないので概
要版のみで伝えることになる想定をした資料になっているべきというご指摘で
ある。 

事務局 パブリックコメントまでの期間も短いため、現段階で補足できるものは修正し、
パブリックコメント以降、さらにブラッシュアップしたい。 

委員 今までの経緯を知らないので、現状値がよいのか悪いのか、施策の柱がなぜ導
き出されたかがよくわからない。目標として何％削減するとどうなるのか、削
減すべき理由は何でメリットは何かといったことが資料だけではわからないた
め、説明があるとよい。 

事務局 参考資料 3-1-1 P4 計画策定の背景を踏まえて現行計画の評価を行い、P18 に
記載の通り施策の柱ごとに「現状と課題」、「施策の方向性」を整理している。概
要版としての見せ方や表現は考える必要があると考えている。 

会長 杉浦委員の意見は市民の視点を的確に表したものである。概要版では国内外の
動向といった大枠の背景のみの記載にとどまっており、理解が得られないので
はないか。背景だけでよいか、課題を明記した方がよいか前向きに検討してほ
しい。 

事務局 ポイント整理とあわせて市民が読んでも分かるよう工夫する。 
委員 関係者だけで推敲した場合、前提を理解しているため初めて読んだ人にはわか

らない資料になることがよくある。第三者に意見を聞くことでより分かりやす
い資料となるのではないか。 

会長 環境審議会が第三者から意見をもらうための機会になっていると考える。 
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副会長 読む人のわかりやすさという観点で、気候変動分野「基本方針 1 脱炭素社会を
実現するまち」に「施策の柱⑤気候変動への適応」を含めてしまうのはやや違和
感がある。基本方針１の標題に一工夫があるとわかりやすくなると思う。 

事務局 脱炭素社会の実現に重きを置いて表現したい意図があるものの、違和感のない
表現を検討したい。 

委員 緩和の取組は効果が出るまでに時間がかかり、気候変動への影響は既に出てい
ることから、まずは適応に取り組むべきと考えている。基本方針の表現の工夫
が必要かもしれないが、柱の分類としては適切だと考える。 

会長 基本方針の名称について、基本方針２、基本方針３は方向性を含んでいる一方
で、基本方針１、基本方針４は状態を表していることも、分かりにくさの原因に
なっている。基本方針 1 の表現は例えば「適応と緩和も通じて脱炭素社会を実
現するまち」などとしてはどうか。脱炭素社会部会で再度意見を諮ってもよい。 

副会長 分野の表現を「気候変動」から「気候変動対応」としてはどうか。また、基本方
針の表現を「気候変動の適応の中で脱炭素社会を実現するまち」と表現しては
どうか。 

委員 3-1-2 の取組分野の連関イメージ図の土台の「人と自然」が白黒印刷だと目立
たない。 

委員 「人と自然」のフォントが小さい。 
委員 施策の体系は大幅に修正する必要がないと考えるが、計画策定の背景など細か

いところで豊田市らしさが伝わってこないのではないか。基本理念やめざす環
境像のイラストを見れば豊田市を想像できるが、細かい文言を付け加えるまた
は、前提として豊田市に関する記載を追加するなど工夫してはどうか。 

会長 必要に応じて部会の先生に相談しパブリックコメントに臨むこと。 
委員 気候変動適応計画について、本編と概要版の KPI 指標の基準年度が 2023 年度

と 2024 年度とで異なっている。 
事務局 2023 年度が適切である。 
委員 なぜ最新年度の 2024 年度としないのか。 
事務局 今後部会で了承を得てから掲載したいと考えている。 
委員 事前配布資料を印刷した際にテキストの一部箇所が不自然になった。 
事務局 レイアウトのずれによるものであり、当日配布資料は修正済みである。 
委員 一般廃棄物処理基本計画を印刷したときにカラートーンが地味である。クリア

な色の方が明るいイメージを与えられてよい。 
事務局 穏やかな色を選択した。内容が分かりやすくなることを重視した色使いをした

い。 
 

（４）パブリックコメントについて【報告】 
会長 議題（4）について、事務局から説明をお願いしたい。 
事務局 （資料 4 に沿ってパブリックコメントについて説明。） 
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会長 意見の提出方法は何か。 
事務局 メール、FAX、電子申請システムで提出可能とする。 
委員 他計画等におけるパブリックコメントではどの程度意見が集まってくるのか。

アンケート等はＥモニター制度があるかと思うが。 
資料の閲覧場所は。 

事務局 
総合計画では 284 件意見が出た。うち E モニターからの意見は 183 件であっ
たため、資料の閲覧場所は現状のままとし、E モニターを活用して媒体を増やす
ことを検討したい。 

委員 ワークショップの参加者に対してはパブリックコメントの案内をするとよい。 
会長 概要版はスマートフォンでも閲覧できるとなおよいと考える。 

会長 

委員からもパブリックコメントへの協力の依頼をお願いしたい。他市の総合計
画策定時のパブリックコメントでは、委員である教師から生徒へ情報共有があ
り、中学生から多くの意見を得られた事例があった。周りの人にも周知してほ
しい。 

 
4 その他 
会長 配布されたチラシ等について、事務局から説明をお願いしたい。 
事務局 （配布チラシについて説明） 
 

以上 


